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1.はじめに 

(１)令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨の発生 

令和 6 年 1 月 1 日に石川県能登地方で発生したマグニチュード 7.6(暫定値)、最大

震度 7 の地震(令和６年能登半島地震)では、同地方を中心に、死者(災害関連死を含

む。)・行方不明者５４１名、住家の全壊・半壊が２４，６３２棟、非住家の被害が３６，９９２

棟(令和 7 年 3 月１１日時点)と、多くの人命や家屋等への甚大な被害が生じ、電気、上

下水道、道路・空港・港湾・鉄道といったライフライン等にも多大な被害をもたらすとと

もに、被害の範囲は新潟県や富山県などにも広く及びました。 

災害から被災者を保護するため、新潟県、富山県、石川県及び福井県の計３５市１１町

1 村に「災害救助法」(昭和２２年法律第１０８号)が適用され(法適用日令和 6 年 1 月 1

日)、国庫負担により、各県が実施する応急的な救助(避難所の設置・運営、応急仮設住

宅の供与等)が可能となりました。 

この地震により、多数の被災者が避難を余儀なくされ、避難者数は最大5万人以上、

被災自治体が開設した避難所数は最大 1,500か所以上にも及びました。 

石川県内の避難所は、令和 6 年 1 月 2 日に最大４２３か所、４０，６８８人、福祉避難

所は、令和 6 年 2 月２６日に最大３０か所、２２３人、2 次避難所は、令和 6 年 2 月１６

日に最大２４５か所、5,275 人となりました。 

また、大規模な土砂崩壊等により道路が寸断され、指定避難所以外の自主避難所や

孤立集落が多数発生するとともに、ライフラインや交通インフラへの被害により、住民生

活や中小企業、農林漁業や観光業等の経済活動にも大きな影響が生じました。 

さらに、地震の被害からの復興に向けて歩みが進められる中、令和6年9月２０日か

らは記録的な大雨にも襲われ、複合的な被害が生じました(令和 6 年奥能登豪雨、石川

県6市町に災害救助法の適用)。 

石川県では、地震と大雨により複合的に被害を受けた被災者への支援に当たって、

複合災害に対応するデータモデルの検討も行いながら、今も粘り強く復興に向けた取

り組みが進められています。 
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(２)令和 6年能登半島地震により明らかになった課題 

今回の令和 6 年能登半島地震では、山がちな半島という地理的特徴、高齢化の著し

い地域という社会的特徴、元日の夕刻、厳冬期の発災という季節的特徴の下で発生し

たこと、自治体職員も被災し、行政機能も一時的に低下したこと、インフラの復旧に時間

を要する中、被災者に広域的な避難を促す必要が生じたこと、広域避難に伴い被災自

治体が、広域避難した被災者の居所等の把握が難しかったこと、被災者が避難所を移

動した場合のアセスメント記録等の情報連携がうまくいかなかったことなど、災害対応

上教訓とすべき様々な課題が明らかになりました。 

 

(３)石川県の取り組み(「被災者データベース」の構築) 

過去の災害の経験や教訓から、災害関連死を防止するためには、避難所や自宅や知

人宅等の避難所以外で避難生活を送る者など様々な被災者を把握し、支援することが

重要となることから、特に被害が甚大な奥能登の 6 市町の被災者台帳の作成を支援す

るため「被災者データベース」を構築しました。 

石川県は、被災市町、避難先市町等と連携し、「被災者データベース」により、被災者

の現在の居所や、支援の実施状況等を関係者が管理、共有することで、支援の重複や漏

れを防止し、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するための取り組みを進めてい

ます。 

「被災者データベース」は、前例のない取り組みであり、整備に当たっては、短期間で

システムを構築する必要があり、加えて、被災者の個人情報の共有範囲や取扱いについ

て対応を明確化する必要がありました。 

システムの構築に当たっては、データベース・システムの構築のほか、被災者の状況の

把握や支援記録の作成などの様々なフロントエンドの部分の取り組みにおいて、業務の

省力化、効率的な実施につながることから、情報収集の際にタブレット等を用いて直接

データを入力する仕組みや支援記録を管理するシステムを導入するなど、積極的にデ

ジタル技術を活用することも併せて検討を行いました。 

検討に当たっては、デジタル庁に加えて、令和 4 年１２月に発足した「防災 DX 官民

共創協議会」の協力を受け、短期間でシステムやデジタルツールを導入することができ

ました。県庁舎内のデジタル推進課内に拠点を設け、被災地の課題やニーズの把握、シ

ステムの構築・実装、運用などの支援を会員企業の協力により実施しました。 

 

被災者の個人情報の共有範囲や取扱いについては、災害救助法が適用される中(主

たる権限を有する県として)、被災者に切れ目のない細やかな支援を行うために、市町
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の区域を越えて被災者情報を管理、共有するための法解釈や必要な手続きを整理する

必要がありました。 

その整理に当たって、災害法制の専門家である岡本正弁護士や災害対策や災害ケー

スマネジメントの専門家である大阪公立大学菅野拓准教授等の支援を受け、国に被災

者台帳の活用、自治体間や民間の支援団体との適切な情報連携に係る法解釈の確認や

必要な手続き等について助言を求めました。 

国においては、内閣府(防災担当)から「令和 6 年能登半島地震における被災者台帳

の作成及び台帳情報の利用・提供並びに広域避難者の支援に係る情報の連携について」

など、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第245条の4第1項の規定による技術的

助言として多数の通知が発出されました。今回発出された通知は、内閣府の Web サイ

トにも掲載され、今後の災害にも役立つようになっています。 

 

石川県は、令和 6 年能登半島地震の発生後に「被災者データベース」の構築に着手し、

令和6 年2 月１９日に構築が完了し、運用を開始しました。 

被災者の個人情報の共有については、被災市町による被災者台帳の作成、県から被

災市町に対する台帳情報の提供の求め、被災市町及び県から広域避難者を受け入れた

全国の市町村及び都道府県に対する被災者情報の提供の求めを行い、提供された情報

を「被災者データベース」に整理しました。 

その一方で、「被災者データベース」の情報の被災者支援業務への活用については、

被災市町や被災者を受け入れる市町村、都道府県等の間で十分に理解されていなかっ

た結果、収集したデータの一部しか有効に活用することができないケースもあったなど

の課題も明らかになりました。 

 

(４)導入手順書の位置付け 

本手順書は、上述のとおり、令和 6 年能登半島地震において、石川県が応急的に構

築した「被災者データベース」の構築・運用から得られた経験や教訓を活かして、発災前

の事前準備も含めて整理したものです。 

石川県と同様の取り組みを他の地方自治体が実施する場合に、職員が見て、システム

導入の参考として活用していただくことを想定して策定しています。 
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2.広域被災者データベース・システムとは 

2.1.広域被災者データベース・システム整備の概要 

(１)広域被災者データベース・システムとは 

広域被災者データベース・システム(以下、「本システム」という。)の整備は、被災者一

人ひとりの支援を効率的に実施するため、広域避難する被災者等を受け入れている市

町村や都道府県が被災者の情報を一つのデータベースに整理し、その支援情報を記録

するとともに、被災者の住民票がある市町村や都道府県、関係団体（医療／福祉事業者、

NPO、ボランティア、社会福祉協議会をいう。以下同じ。）と必要な情報連携を行い、

個々の被災者の情報を一元的に集約することで、災害関連死の防止、適切な支援情報

の提供、被災者及び自治体事務の負担軽減を図ることを目的とするものです。 

被災者の情報は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)や個人情報の保護に関

する法律(平成１５年法律第５７号)(以下、「個人情報保護法」という。)の規定に従い、取

り扱います。 

本システムは、市町村の区域を跨ぐ広域災害(以下、「広域災害」という。)において、

都道府県が広域避難する被災者に必要な援護を実施するため、市町村が作成する被災

者台帳を活用し、台帳に記載又は記録される事項から必要な情報を受領し、管理します。

加えて、援護を実施する多様な関係者が同一の被災者に対して行う支援の記録や共有

に必要な機能を提供します。これにより、被災者支援業務の様々な場面への活用が想

定されます。 

 

＜被災市町村による主な活用場面＞※具体的な活用事例は 2.2. 石川県が応急的に構築

した被災者データベースを活用した被災者支援業務に記載 

・ 広域避難等により被災者を受け入れる市町村等が把握した被災者の状況(居所

等)及び受け入れ側の市町村等による援護の実施状況に関する情報提供の求め

(災害対策基本法第９０条の3第4 項に基づく情報の提供の求め) 

・ 受け入れ側の市町村等から提供される情報から必要な情報の取り出し、被災者台

帳管理システムへのデータ連携 

 

＜広域避難者等を受け入れる市町村等による主な活用場面＞ 

・ 被災市町村からの広域一時滞在の協議に係る必要な情報連携 

・ 被災市町村から被災者台帳の作成に必要な情報提供の求めに応じた被災者に関

する情報の提供 

・ 被災者への支援の記録や共有 
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広域被災者データベース・システムの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 2 回必要な機能・ユースケース及び業務フロー検討チーム資料(令和 6 年１１月１９日開催) 

 

広域被災者データベース・システムによる情報連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 4 回広域被災者データベース・システム構築検討ワーキンググループ資料(令和 7 年 3 月

１７日開催) 

 

被災した市町村

都道府県

広域避難者を受け入れる
市町村、都道府県、
民間の支援団体 等被災者台帳

•広域一時滞在する避難先（被災
者の居所）

•被災者への支援情報 など

被災者の情報提供の求め
（災対法第90条の３第４項）

【被災者の援護に利用】
•広域一時滞在の協議に必要な
情報（要配慮者に該当する事由
など）

•被害の状況、罹災証明書の交付
状況 など

記載する法令上の事項（根拠規定）

・氏名（法第90条の3第2項第1号）
・生年月日（法第90条の3第2項第2号）
・性別（法第90条の3第2項第3号）
・住所又は居所（法第90条の3第2項第4号）
・住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況（法
第90条の3第2項第5号）
・援護の実施の状況（法第90条の3第2項第6号）
・要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事
由（法第90条の3第2項第7号）
・電話番号その他の連絡先（規則第8条の5第1号）
・世帯の構成（規則第8条の5第2号）
・罹災証明書の交付の状況（規則第8条の5第3号）
・市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供すること
に被災者本人が同意している場合には、その提供先（規則第
8条の5第4号）
・前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その
旨及びその日時（規則第8条の5第5号）
・被災者台帳の作成に当たって行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に
規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る個
人番号（規則第8条の5第6号）
・前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市
町村長が必要と認める事項（規則第8条の5第7号）

台帳情報の提供の求め
（施行規則第８条の6）

広域被災者        ・    

＜主な機能＞
• 情報の名寄せ（共通ID）
• 情報へのアクセス制御（個人情報
の保護、活用）

• システム間のデータ連携 など

被災者の情報を提供

台帳情報の提供
（災対法第90条の4第１項第3号）

広域避難する被災者



 

6 

(２)システムの運用期間 

本システムは、災害時に、被災市町村の行政機能が一時的に低下し、多様な支援者に

よる支援が必要となる場合や、被災者が市町村の区域を跨いで広域に避難する場合に

運用します。 

具体的には、市町村の区域内で発生した災害時で、当該市町村のみでは対応が困難

となり、他の市町村や都道府県、民間の支援団体などが支援する必要がある場合や、被

災者の住民登録がある被災市町村から、他の地域に広域避難する場合などが該当しま

す。 

本システムの運用期間は、A.平時、B.発災時～応急期、C.復旧期、復興期の3つに分

かれます。 

平時に本システムの構築を完了し、発災後、広域避難の実施に向けて速やかに起動で

きるコールドスタンバイの状態(「広域被災者データベース・システムに係る仕様書」に基

づき広域被災者データベース・システムが構築されて、市町村等にアカウントが付与さ

れていない状態)で準備します。都道府県で個別に検討した判断基準に基づき、発災時

～応急期に速やかに本システムを起動することを想定しています。これにより、初動対

応の迅速化を図ることができます。また、復旧期、復興期にも、本システムを継続的に運

用することで、関係者間の情報共有の効率化に寄与し、長期にわたる被災者支援業務

の円滑な遂行が可能となります。「3.広域被災者データベース・システム導入・運用の流

れ」では、必要な手順を3つの期間に分けて解説します。 

広域被災者データベース・システムの運用期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第3回避難所及び避難所外被災者の支援に係る検討チーム、第3回必要な機能・ユースケー

ス及び業務フロー検討チーム資料(令和 7 年 1 月１４日開催) 
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(３)システム運用の流れ 

本手順書では、本システムの運用(導入から起動、運用、停止)に必要な手順を示しま

す。 

本システムの導入に当たっては、利用する被災者支援業務の具体化を行い、目的、方

法、取り扱う情報、導入に向けたスケジュール並びに、導入及び運用に必要なリソース

を確認し、市町村や関係団体等の関係者と協議を行った上で調達と構築を行います。 

また、平時から関係者と本システムの運用訓練を行うことも重要です。 

本システムの起動、運用に当たっては、広域災害による被害の発生又は発生のおそれ

が生じた場合に、都道府県と各市町村は、あらかじめ定めたシステム起動の基準に基づ

いて本システムを起動し、担当者間で情報連携を実施します。 

本システムの運用停止に当たっては、広域避難の完了状況や被災者支援の実施状況

を評価し、終了又は終了の目途が立った場合において、あらかじめ想定した基準や利用

者のニーズを踏まえて停止します。 

停止後も、被災市町村等において継続的に被災者支援が実施できるようにデータの

引き継ぎや必要に応じて情報共有の手段を確保します。 

本システムに蓄積された情報は、被災者台帳への情報提供等を実施後、不要となっ

た情報を削除します。 

 

(４)システムで取り扱う対象 

本システムでは、避難所に中長期的に避難した被災者だけでなく、避難指示により一

時的に避難所に避難した住民、避難所外に避難した避難者、自団体の住民基本台帳に

記録されていない避難者(住登外の人、観光客など)の情報を取り扱うことも想定して

います。 

 

(５)システムの利用者 

本システムの利用者は、地方公共団体(都道府県及び市町村)の災害応急対策責任者、

システム担当者の職員、関係団体です。 

被災者支援に本システムを適切に利用するためには、導入する都道府県が、庁内及

び市町村職員だけでなく、関係団体とも連携する必要があるため、必要な体制を整備

することが重要です。必要な体制については、本手順書「3.1.2.プロジェクトチームの編

成」に示します。 
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(６)システムの機能 

本システムの機能は、アカウント管理、データ登録、データ連携、データ加工・統合、デ

ータ出力、マスタ管理などが挙げられます。これらの機能を備えることで、被災者情報

の一元管理と効果的な活用が可能となります。(詳細は「広域被災者データベース・シス

テムに係る仕様書」を参照。) 
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2.2.石川県が応急的に構築した被災者データベースを活用した被災

者支援業務 

石川県は、令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨において、応急的に構築し

た「被災者データベース」を活用して被災者支援業務を行いました。 

(１)避難所以外の被災者の避難先把握業務 

災害対策基本法第８６条の 7 では、避難所以外の場所に滞在する被災者についての

配慮が努力義務として規定され、生活環境の整備に必要な措置を講ずることが求めら

れています。 

内閣府(防災担当)「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」(令和6年6月)では、避

難所以外の環境にいる避難者等の避難生活の環境改善及び質の向上は喫緊の課題と

なっています。 

令和 6 年能登半島地震及び令和 6 年奥能登豪雨では、複数のチャネルを通じて、被

災者の居所等に関し、被災者自身から情報を発信するよう促し、それを収集しました。

各チャネルでは、最新の居所情報を把握するために、基本 4 情報や連絡先に加え、避難

場所や避難状況等を収集しました。 

避難所以外の被災者の避難先把握業務 

対象者 県内外の親戚宅や自宅、車中泊など、避難所以外で避難生

活を送られている被災者 

被災者データベースの活

用による効果・メリット 

・ 利用した情報：避難場所、基本4 情報、連絡先、要配慮
事項、移動手段、帰宅できるための条件、事業状況、備
考 

・ システムを利用する前の課題：在宅や車中泊などの避
難所以外で避難生活を送る被災者の状況が見えづらか
った 

・ 効果・メリット：避難者の居所や健康状態、世帯の状況
等の把握、罹災証明書や給付金の案内等、行政による
支援に活用可能 
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(２)広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務 

災害対策基本法第８６条の9第5項において、都道府県外広域一時滞在の協議を受

けた都道府県外協議先市町村長は、正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入

れること、受け入れた被災住民に対して避難所の提供を行うこととなっています。 

内閣府「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)」(令和 6

年１２月改定版)では、避難所運営業務のうち「避難者の健康管理」として、二次被害の

予防のため「市町村内外の『医療・保健・福祉専門職の巡回・派遣』による被災者の健康

チェック・管理等を定期的に実施」することとされています。 

具体的な対策として、避難所において「保健・福祉担当者」が「避難者の健康管理シー

トを作成する」こととされています。 

令和 6 年奥能登豪雨では、インフラの復旧状況を考慮し、輪島市からの 2 次避難の

要請を受けて、石川県、輪島市、委託事業者及び広域避難先市町が被災者データベース

を活用しました。 

これにより、輪島市が作成した広域避難者名簿や石川県及び委託事業者が作成した

「避難者の健康確認票(健康管理シート)」の情報、2 次避難先施設の入退去データ等を

共有することができました。 

本システムの活用により、2 次避難開始前に被災者から聞き取った基本情報や健康

情報が連携され、業務効率化及び被災者の負担軽減が期待されます。 

広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務の概要 

実施主体・担当部局 輪島市(広域避難担当) 

石川県(デジタル推進監室(システム、法務担当))、健康福

祉部(保健・福祉担当)、文化観光スポーツ部(避難先の確

保)、委託事業者(避難者の受付等) 

七尾市(受け入れ担当) 

支援対象 広域避難を希望する被災者 

業務実施期間 令和6 年9 月２６日から令和6 年１２月5 日 

支援対象者数 ７４名 
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被災者データベースの活

用による効果・メリット 

・ 利用した情報：2 次避難者名簿、2次避難先宿泊施設

の入退去データ、被災者の健康情報 

・ システムを利用する前の課題：被災者の居所や健康情
報が連携されておらず、被災者への度重なる聞き取り
により業務が煩雑化し、被災者の負担も増した 

・ 効果・メリット：2次避難開始前に被災者から聞き取っ
た基本情報や健康情報が連携されたことで、業務効率
化及び被災者の負担軽減につながった 

広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 1 回資料避難所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム、必要な機能・ユースケ

ース及び業務フロー検討チーム(令和 6 年１０月１７日開催) 

令和6 年奥能登豪雨の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 2 回広域被災者データベース・システム構築検討ワーキンググループ資料(令和 6 年

１０月２３日開催) 
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(３)避難所以外の被災者支援事業 

「令和 6 年能登半島地震における避難所外被災者への適切な支援の実施について

(依頼)」(令和 6 年 1 月１７日付、府政防第１０５号、内閣府政策統括官(防災担当)付参

事官(避難生活担当))において、災害関連死の防止のために、避難所の確保及び生活

環境の整備等の取り組みに加え、避難所外被災者の支援の実施に係る依頼がありまし

た。 

また、「令和 6 年能登半島地震に係る災害ケースマネジメント等の被災者に寄り添っ

た支援の実施について(依頼)」(令和 6 年 2 月２８日付、府政防第４１４号、内閣府政策

統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当))において、災害ケースマネジメントの実施

により、災害関連死の防止、避難所以外の避難者への対応、被災者の自立・生活再建の

早期実現、地域社会の活力維持への貢献等のために、地域の実情に応じた被災者支援

の実施に係る依頼がありました。 

この中で、災害ケースマネジメントのポイントは、以下のとおり整理されています。 

① 各部局が連携した体制の構築 

② 被災者の状況把握 

③ 民間団体との連携 

④ 継続的な支援の実施 

⑤ 支援記録の作成等 

⑥ デジタル技術の活用 

⑦ 被災高齢者等把握事業、被災者見守り・相談支援等事業の活用 

被災者見守り・相談支援事業は、内閣府(防災担当)「災害ケースマネジメント実施の

手引き」(令和 5 年 3 月)では、「被災者は応急仮設住宅に入居するなど、被災前とは大

きく異なる環境に置かれる」こととなるため、「それぞれの環境の中で安心した日常生

活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活上の相談を

行った上で被災者を各専門相談機関へつなぐ等の支援を行う」こととされています。 

本事業は平成２３年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)や平成２８年熊本地震等

において、発災から複数年が経過した後も継続して実施されています。令和 6 年能登

半島地震の場合も、発災から 1 年以上が経過していますが、石川県内では引き続き仮

設住宅等に入居している被災者の自立・生活再建状況や健康状況を確認するために、

地域支え合いセンターの職員が中心となって仮設住宅等を訪問し、個別の相談を通じ

た支援を実施しています。 

石川県では、令和 6 年能登半島地震の被災者支援で、被災者データベースの活用に

より、市町の区域を越えた関係者間における迅速な状況把握と情報共有ができること

から、支援の重複や漏れを防ぎ、被災者一人ひとりに対して適切な対応が可能となって

います。 
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被災者見守り・相談支援等事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：広域被災者データベース・システム構築検討ワーキンググループ第 3 回ワークショップ資料

(令和 6 年１２月２４日開催) 

被災者データベースの活用

による効果・メリット 

・ システムの利用者：被災市町等と契約関係がある社会福
祉協議会・青年海外協力協会・NPO等支援団体 

・ 利用した情報：被災者から聞き取りを行った健康情報や
被害情報等 

・ システムを利用する前の課題：複数の支援団体が入って
いたことから、情報連携が難しく、支援の重複や漏れが
発生していた 

・ 効果・メリット：複数の支援団体間での連携が行われるこ
とで、業務を効率化できるほか、共通認識を持った上で
支援方針を決定することができた 

被災者見守り・相談支援等事業の体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：広域被災者データベース・システム構築検討ワーキンググループ第 3 回ワークショップ資料

(令和 6 年１２月２４日開催) 
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(４)その他の活用事例 

石川県では、他にも、以下業務に被災者データベースを活用しました。 

 

<活用した業務> 

・ 孤立集落の把握 

➢ 世帯の居所情報及び石川県土木部が公表する道路規制情報、空中写真、モ

バイル空間情報等複数のデータを重ね合わせ、視覚的に表示した共通運用図

(ＣoＰ)を作成したことで、孤立集落の状況を把握することができました。 

システムの利用者 石川県 

利用した情報 世帯の居所情報、道路規制情報、空中写真、モバイル空間情報 

システムを利用 

する前の課題 

・ 災害発生時に道路の寸断等により地区単位で孤立した場合に、
世帯や居所の情報がないため効果的な救助活動が計画できな
い 

効果・メリット ・ 孤立集落内の人数や位置を把握でき、救助隊の編成を含めた
効果的な救助活動が計画できた 

 

・ 義援金の給付 

➢ 石川県が実施した義援金給付情報を被災者データベースに連携したことで、

被災市町が実施する義援金給付を住民からの申請を求めることなくプッシュ

型で実施しました。また、石川県実施の義援金給付申請手続き未完了者の抽

出を行い、申請を促す旨の情報発信を実施しました。 

システムの利用者 石川県 

利用した情報 被災市町の住民情報、義援金給付情報 

システムを利用 

する前の課題 

・ 被災市町の住民であることや、本人確認の書類との突合等に多
くの工数が必要となる 

効果・メリット ・ 県の給付情報をそのまま市町が活用できたため、被災市町にお

いて大幅な工数削減ができた 

・ 市町による見守り支援業務等で被災者を訪問した際に未申請
者に声かけが可能となる 
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・ 被災者の避難所入所情報の把握及び入浴支援業務 

➢ 被災者に対して交通系ＩＣカードを配布。交通系ＩＣカードの受け取り時に本

人の情報(氏名等の基本 4 情報、連絡先等)を登録し、避難所に設置したカー

ドリーダで読み込むことにより、避難所利用状況の把握を実施しました。また、

入浴施設に設置したカードリーダで読み込むことにより、入浴施設における

被災者情報の入力等の事務作業の手間の軽減につながりました。 

システムの利用者 石川県 

利用した情報 避難所入所情報、入浴施設を訪問した被災者の情報 

システムを利用 

する前の課題 

・ 被災者の居場所や個々の避難所の利用状況等の把握が難しく
なっていた 

・ また、施設などを訪問した被災者情報の入力などの事務作業に
時間を要した 

効果・メリット ・ 避難施設利用時、設置したカードリーダに、交通系ＩＣカードを
かざすことで利用状況を把握することができた 

・ また、入浴施設を訪問した被災者の情報入力などの事務作業の
負担削減につながった 

 

・ 石川県広域データ連携基盤との接続 

➢ 石川県が平時から運用する住民ポータル(石川県広域データ連携基盤)と被

災者データベースを連携することで、避難者自らの情報発信により、発災直

後から現在の避難先・必要な支援の登録を受け、被災者の属性や登録された

属性に応じて、情報提供を可能とする環境を構築しました。 

システムの利用者：石川県 
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3.広域被災者データベース・システム導入・運用の流れ 

第3章では、本システムを導入・運用するために必要な手順を、令和6年能登半島地

震・令和 6 年奥能登豪雨における石川県の対応を踏まえ、以下の①～④のユースケー

スにより示します。 

① 避難所以外の被災者の避難先把握業務 

② 広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務 

③ 避難所以外の被災者支援業務 

④ あらかじめ想定できないが、発災後必要となった業務 

本システムは、被災者支援業務の様々な場面への活用が想定されます。本手順書で

定めたユースケースを参考に活用を検討してください。 

また、必要な手順を以下の3つの期間に分けて示します。 

・ A.平時：システム運用に備え、協議や準備を行います。 

(詳細は「3.1.広域被災者データベース・システムの導入の検討」から「3.4.広域被

災者データベース・システムの運用訓練」を参照) 

・ B.発災時～応急期：災害の発生又は発生のおそれを把握し、システム起動の判断・

決定を行います。 

(詳細は「3.5.広域被災者データベース・システムの起動」を参照) 

・ C.復旧期、復興期：被災者への支援を行い、各市町村の利用状況を評価し、あらか

じめ定めた「システム停止の基準」を踏まえて停止の判断を行います。 

(詳細は「3.7.広域被災者データベース・システムの停止」を参照) 

なお、複合災害に活用する場合は、災害ごとに、B.発災時～応急期から C.復旧期、復

興期に定めた手順を実施します。 

広域被災者・データベース・システム運用の流れ 

・  

・  

 

 

 

 

 

資料：第 3 回広域被災者データベース・システム構築検討ワーキンググループ資料(令和 7 年 1 月３１日開催) 

 



 

 

＜平時に実施する事項＞ 
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3.1.広域被災者データベース・システムの導入の検討 

本システムに関わる担当とその役割は、以下のとおりです。 

なお、役割を兼務する場合(例：導入主担当とシステム担当が同一となる場合)もあり

ますので、各自治体の実情に応じて担当する部局を決めてください。 

担当と役割 

主体 担当 役割 

都道府県 ・ 災害応急対策責任者 システムの導入主担当を決定する 

・ 導入主担当 システム導入・運用に当たり、プロジェクト

チームの発足や予算確保等の総合調整を

行う 

・ システム担当 システムの調達、開発管理、保守・運用を

実施する 

・ 危機管理担当 システムの起動、停止を判断する 

・ 医療・保健・福祉担当 都道府県が設置する避難所で健康確認を

行い、入所後も自立した生活が可能か確

認する健康確認票を作成し、記入する 

記入した情報を基に本システムの情報を

更新する 

・ 広報担当 被災住民に対する情報発信、広報活動を

実施する 

・ 法務担当 個人情報の取扱いについて法律面から妥

当性を確認する 

市町村 ・ システム担当 付与されるアカウントを管理する 

・ 危機管理担当 被災者の居所を把握する 

・ 医療・保健・福祉担当 関係団体と被災者見守り・相談支援業務

に関する委託契約を結ぶ 

関係団体への被災者情報提供を行う 

・ 被災者台帳担当 被災者台帳を作成し、都道府県に提供す

る 

・ 避難所担当 2 次避難所移動に関する意向調査や移動

申請者の名簿管理、システムへの情報登

録などを行う 

・ 法務担当 個人情報の取扱いについて、法律面から

妥当性を確認する 

関係団体 ・ 相談支援担当 災害ケースマネジメントの観点から、被災

者一人ひとりの状況を踏まえた支援を行

う 

・ システム担当 付与されるアカウントを管理する 

・ 法務担当 個人情報の取扱いについて、法律面から

妥当性を確認する 
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3.1.1.導入の主担当となる都道府県庁内部局の決定 

[(都道府県)災害応急対策責任者](ユースケース共通) 

災害応急対策責任者は、本システムの意義や必要性を踏まえ、(都道府県)導入主担

当を決定します。 

 

(理由) 

本システムは、都道府県の危機管理部局、デジタル部局、福祉部局、市町村、その他関

係団体等、幅広い関係機関との調整が必要であり、事前に担当する部局を明確に定め

ておく必要があります。 

 

(ポイント) 

災害対応や情報システムに関する知見、他部局連携等を考慮し、適切な担当部局・担

当者を設定することが重要です。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、令和 6 年能登半島地震の発災後、市町の区域を越えた広域避難が生じ

る中、被災者情報を把握・集約をするため、総務部デジタル推進課が主担当となり、民

間のデジタル人材(防災 DX 官民共創協議会)の協力を得て、応急的なシステムの構築

を行いました。 
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3.1.2.プロジェクトチームの編成 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、本システムを何のためにどう活用するか、ユースケースを

整理した上で、都道府県内の関係する部局の職員で構成されるプロジェクトチームを編

成します。 

 

(理由) 

システムの導入・運用に当たっては、複数部局の円滑な連携が必要となります。 

 

(ポイント) 

プロジェクトチームに参加する部局や担当者の選定に当たっては、「3.1.3.都道府県

におけるシステム導入の検討」の担当を想定し、導入の検討の時点から関係者を巻き込

むことが望ましいです。 

また、今後、市町村や関係団体との調整を行うためにも、まずは都道府県の中での検

討体制を構築することが重要です。 
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(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、総務部デジタル推進課が主担当となり、令和 6 年能登半島地震の被災

者へのきめ細やかな生活支援を担う「復興生活再建支援チーム」とも連携して、応急的

なシステムの構築を行いました。 

参考 石川県復興生活再建支援チームの体制及びミッションと業務例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石川県知事記者会見資料(令和 6 年 1月２２日) 
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3.1.3.都道府県におけるシステム導入の検討 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、プロジェクトチームを開催し、システムの導入について協

議します。 

考えられる協議事項は、以下の(1)～(3)です。関係者が多岐にわたるシステムであ

るため、本システムの必要性について、関係部局の理解が極めて重要になります。本シ

ステムの必要性の理解に応じて議論を深めていく観点から、順に議論することが考えら

れますが、必要に応じて、議論の順番や項目を工夫してください。 

 

(1)システムの必要性 

① 過去の広域災害での課題の整理 

② 石川県における被災者データベースの活用方法とその効果 

③ 広域被災者データベース・システムを導入した場合の考えられる効果(石川県で

活用したユースケース以外も含む。) 

④ 個人情報の取扱いの確認 

⑤ コストの見積もり(システムの整備運用費用と調整コスト) 

⑥ コスト最適化の工夫 

⑦ 市町村の負担 

(2)役割分担 

(３)スケジュール 

 

(ポイント 1)個人情報の取扱いの確認 

本システムは、個人情報を取り扱うため、法令上許容されるものであることをあらか

じめ示すことで支援の現場で安心して利用できるようになります。 

関係部局の理解を深めるために、本手順書の「3.2.3(5)③個人情報の取扱いの確

認」を参考にしてください。 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、発災後に被災者全体を把握するため、応急的に被災者データベース

を構築しましたが、その構築に際し、 

・ 市町から住民基本台帳や被災者台帳情報の提供 

・ 全国の自治体から受け入れた広域避難者の情報の提供 

を受けるに当たって、法的根拠や情報の受け渡しスキームについて一から整理す

る必要があり、時間を要しました。 
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災害時の自治体間における被災者の個人情報の取扱い(法的根拠や情報の受け渡

しスキーム)は、あらかじめ整理しておくことが重要です。 

 

(ポイント 2)効果の見積もり 

本システムの導入の検討に当たっては、数値目標やＫＰＩを設定し、そのメリットを可

能な限り、定量的に示すことが有効です。 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県は、「広域被災者データベース・システム」の効果検証を行うため、以下のと

おり、目標値を設定し、KPI を測定しました（測定結果の細部は別添「設定した KPI

と測定結果」を参照）。 

「デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ（TYPES）事業」で設定した 

KPI と測定結果 

項目 基準目標値 設定目標値 測定結果 

(a) 通常の災害における被災者台帳システムに比べ増強する部分に関する KPI 

KPI① 広域被災者データベース・シス

テムを利用しない場合に比べ

て、広域被災者データベース・

システムを利用した場合におい

て、個別訪問等で収集した要配

慮の被災者の情報を、支援実

施担当者間で共有するために

要する時間の削減割合 

要配慮の被災

者一人あたり

3 割削減 

要配慮の被災

者一人あたり

4 割削減 

要配慮の被災

者一人あたり 

６割削減 

KPI② 広域被災者データベース・シス

テムを利用しない場合に比べ

て、広域被災者データベース・

システムを利用した場合におい

て、被災者が市町村の区域を

跨いで広域避難した被災者情

報を、被災元自治体と避難先

自治体との間で共有するのに

要する時間の削減割合 

広域避難した

被災者一人あ

たり 3 割削減 

広域避難した

被災者一人あ

たり 5 割削減 

広域避難した

被災者一人あ

たり 5 割削減 

KPI③ 広域被災者データベース・シス

テムを利用した被災者支援を

行う職員が非常に満足した又

は満足した者の割合度 

7 割以上 8 割以上 3 割 

(b) 都道府県が市町村に代替して被災者情報を管理する部分に関する KPI 

KPI④ 広域災害において、市町村が

被災者台帳システムを個別に

構築運用した場合における、被

災者台帳関連業務に係るトー

― 5 割以上 6 割 
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タルの作業時間に対し、都道府

県が広域被災者データベース

等を構築した場合における、被

災者台帳関連業務に係るトー

タルの作業時間が下回ること 

(c) 全国展開に関する KPI 

KPI⑤ 開発に関わった職員のうち、申

請都道府県以外の都道府県の

職員が当該広域被災者データ

ベース・システムの導入を強く

希望する又は希望する者の割

合 

7 割以上 8 割以上 6 割 

 

 

(ポイント 3)コストの見積もり 

「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル庁)で、システムに要する費用

の費目を定めており、整備経費、運用等経費に区分していますので、参考にしてくださ

い。 

 

(ポイント 4)コストの最適化の工夫 

システムの導入・維持管理に当たり、コストの低減は、その導入メリットを最大化させ

るために重要です。ここでは、整備経費と運用等経費について、低減を図るために考え

られる工夫を記載します。 

コスト最適化の工夫(例) 

整備経費を低減させるた

めの工夫 

・ 複数の都道府県によるシステムの共同導入(整備経

費の応分負担) 

・ 一部機能の除外、非機能要件の緩和など 

運用等経費を低減させる

ための工夫 

・ 複数の都道府県によるシステムの共同利用(運用等

経費の応分負担) 
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(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、令和 6 年能登半島地震の発災後、構築した応急的なシステムで支援業

務を実施しました。業務で活用した後、改めて必要な要件を定義し、データモデルを修

正し、それに適したアクセス制御やデータ統合機能、連携するデータ数の最適化に取り

組んでいます。 

被災者データベースとそれに紐づく支援業務について、以下に整理します。 

被災者データベースを活用した業務と活用できなかった業務 

    ①被災者データベースを活用した業務 

業務事例 活用内容 

避難所以外の被災者の避

難先把握業務 

在宅や車中泊など、避難所以外で避難生活を送る被災

者の状況が見えづらいという課題に対する行政の支援

として、避難者の居所や健康状態、世帯の状況の把握に

活用した 

広域一時滞在(広域避難)

における避難所運営業務 

被災者データベースにより、市町が作成した広域避難

者名簿や、石川県及び委託事業者が作成した「避難者の

健康確認票(健康管理シート)」の情報、2次避難先施設

の入退去データなどを共有することができた 

避難所以外の被災者支援

事業 

被災者データベースの活用により、市町の区域を越え

た関係者間で迅速な状況把握と情報共有が実現し、支

援の重複や漏れを防ぎ、被災者一人ひとりに対して適

切な対応が可能となった 

孤立集落の把握 世帯の居所情報に加え、石川県土木部が公表する道路

規制情報、空中写真、モバイル空間情報など複数のデー

タを統合し、視覚的に表示する共通運用図(CoP)を作

成 

これにより、孤立集落の状況を把握することができ、支

援の優先度や経路の検討に活用できた 

義援金の給付 義援金給付情報を被災者データベースと連携したこと

で、被災市町が住民からの申請を待つことなく、プッシ

ュ型で義援金給付を実施することが可能となった 

また、石川県が実施する義援金給付については、申請

手続きが未完了の被災者をデータベースから抽出し、

申請を促すための情報発信に活用した 
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業務事例 活用内容 

被災者の避難所入所情報

の把握及び入浴支援業務 

被災者に対し、交通系 ICカードを配布。カード受け取

り時に氏名や連絡先などの基本情報を登録し、避難所

に設置したカードリーダで読み取ることで、避難所の利

用状況を把握することが可能となった 

また、入浴施設にもカードリーダを設置し、被災者の利

用状況を記録することで、施設側の被災者情報入力に

関する事務作業の負担軽減につながった 

石川県広域データ連携基

盤との接続 

平時から運用している住民ポータル(石川県広域データ

連携基盤)と被災者データベースを連携させることで、

避難者自身が情報を発信し、発災直後から避難先や必

要な支援の登録を受け付ける仕組みを構築した 

これにより、被災者の属性や登録内容に応じた情報提

供が可能となった 

   ②被災者データベースを一部活用できた業務 

業務事例 活用できた業務/活用できなかった業務 

広域避難における 1.5

次・2次避難所での健康確

認と被災者情報連携 

能登半島地震では、広域避難開始後に被災者データベ

ースの活用を検討したことで、避難所現場の業務フロー

に必要な作業（アナログ情報のデータ化やシステム操作

方法の習得など）を組み込むことができず、活用には至

らなかった 

一方で、奥能登豪雨災害では、広域避難開始前に活用

を検討し、業務フローに必要な作業を組み込むことが

でき、避難所間での健康確認と被災者情報の連携が可

能となった 

避難所外被災者の把握と

支援が必要な被災者への

見守り・相談支援での情報

連携 

避難所外被災者の状況について、アウトリーチにより把

握した情報から、支援が必要な被災者に適切な支援を

提供するため、様々な主体との情報連携に被災者デー

タベースの活用を検討したが、主体（業務）毎に被災者

情報を管理する手法（利用するシステムや扱う情報項

目）が異なる状況があり、必要な調整ができなかった一

部の業務では活用ができなかった 

   ③被災者データベースを活用できなかった業務 
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業務事例 活用できなかった要因 

被災者見守り支援におけ

る電力データ活用による

在宅状況把握 

システムへのデータ登録は実施したものの、他の情報と

の突合作業に多くの工数を要したため、他の災害対応

業務を優先せざるを得ず、最終的には活用に至らなか

った 

被災者データベースを活

用したプッシュ型給付金支

援 

プッシュ型給付を実施するために必要な情報がデータ

ベースと連携されていなかった 

また、既に市町で作成されていた業務フローに後から

データベースの活用を組み込むことが困難であったた

め、最終的に活用には至らなかった 

被災者データベースを活

用した避難者向け支援情

報提供 

データベースに必要な情報が登録されていなかったこ

とに加え、業務実施において名寄せ等を行った情報を

特に必要としなかったため、活用には至らなかった 

被災者データベースを活

用した避難者向け不在者

投票支援 

広域避難した被災者に不在者投票制度の周知につい

て、法令や制度上、被災者情報を活用することは可能で

あることを確認できたが、収集した被災者居所情報が

更新されていない可能性があり、最終的には活用には

至らなかった 
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3.2.関係者(市町村、関係団体)との協議 

3.2.1.検討会参加の呼びかけ 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、都道府県内でシステム導入の一定の合意が得られたら、

被災者台帳の作成主体であり、被災者支援業務に当たる市町村や、被災者支援業務を

行う関係団体と、本システムの導入の検討をする必要があります。 

そのため、プロジェクトチーム、市町村及び関係団体で構成される検討会を設置し、

本検討会への参加を呼びかけます。 

 

(理由) 

多数の関係者が存在するシステムであるため、システム導入の必要性から理解を深

める必要があります。 

また、あらかじめ合意形成を図ることによって、システム導入の効果を得やすくなり

ます。 

 

(ポイント) 

検討会への参加を呼びかける方法は、首長が集まる会議等の活用や、個別に団体に

訪問するなど、地域の実情に応じて、様々な工夫が必要です。 

「令和 6 年能登半島地震で石川県ではこういうシステムを導入した。一定の効果があ

りそうなので、本県でも導入を検討している。一緒に検討しませんか。」等、関係者に主

体性を持って参加していただくよう呼びかけることが重要です。 
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3.2.2.検討会の開催 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、検討会において協議すべき事項を整理します。 

考えられる協議事項は、次の(1)～(3)になります。関係者が多岐にわたるシステム

であるため、本システムの必要性について、関係部局の理解が極めて重要になります。

本システムの必要性の理解に応じて議論を深めていく観点から、順に議論することが

考えられますが、必要に応じて、議論の順番や項目を工夫してください。 

 

(１)システムの必要性について協議すべき事項 

プロジェクトチームにおいて必要性を議論した項目に基づいて、必要に応じて追加・

修正等を行ってください。 

 

(ポイント) 

石川県の事例を参考にユースケース(何のために、何をするのか、本システムをどう

活用するのか)を具体化することで、システムの導入目的、効果を明確にします。 

 

(２)本システムを起動する前にあらかじめ決めておくべき詳細事項 

①ユースケースにおける業務フロー 

②システム起動の基準 

③システム停止の基準 

④データの連携 

・ 基本情報※1の連携方法 

・ ユースケースにおいて必要な情報とデータの所在の整理 

・ 個人情報の取扱いの確認 

・ アクセス制御の在り方 

・ アカウントを付与する者の整理 

⑤想定できないケースが生じた場合の協議方法 
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(３)都道府県・市町村・関係団体の役割分担とスケジュール 

①システム導入に向けた役割分担とスケジュール 

②システム起動後の役割分担とスケジュール 

 

(ポイント) 

本システムの必要性について協議すべき事項は、プロジェクトチームにおいて必要性

を議論した項目を基本とし、必要に応じて追加・修正等を行ってください。 

具体的なユースケース(何のために何をするのか、本システムをどう活用するのか)に

ついては、検討会において検討会参加者が腹落ちするまでしっかりと議論をすること

が重要です。具体的なユースケースを想定できないと、効果の見積もりができません。 

議論の手始めに、石川県で活用したユースケースを議論すると、関係者の理解を深め

ることにつながると考えられます。また、石川県のユースケース以外に想定できるケー

スも検討しやすくなると考えられます。 

 

※1 「基本情報」とは、①被災者個人を特定する情報(住民情報、罹災証明書の申請・

発行情報)と②支援が必要な被災者の情報を指します。 
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3.2.3.本システムを起動する前にあらかじめ決めておくべき詳細事項 

(１)業務フロー 

業務手順を明確化し、無駄な作業や重複がないようにするため、業務フローを構築し

ます。これにより、業務の効率化や属人化の防止のほか、作業ミスや抜け漏れなども防

ぐことができます。 

「３.６.広域被災者データベース・システムの運用」のユースケース①～③を参考に、そ

の他の業務への活用も検討が必要です。 

 

(２)システム起動の基準 

本システムは、コールドスタンバイの状態(「広域被災者データベース・システムに係る

仕様書」に基づき広域被災者データベース・システムが構築されて、市町村等にアカウン

トが付与されていない状態)から、発災後にシステムを起動することになります。 

本システムの起動とは、都道府県が利用者(都道府県の関係者、市町村及び関係団

体)に対してアカウントを付与した状態を指します。 

システム起動の基準は、あらかじめ関係者で決めておくことが必要です。その際、各

都道府県の地域特性を考慮して検討する必要があります。想定するユースケースや防

災関係システムの整備状況なども考慮して基準を作成してください。 

次の表では、石川県が想定する起動の基準例を参考として示します。 

起動の基準例 

外形的な基準 法の適用 

・ 災害救助法の適用 

災害対策本部会議等の設置 

・ 国：特定災害対策本部会議、非常災害対策本部会議等 

・ 都道府県、市町村：災害対策本部会議等 

非外形的な基準 ・ 都道府県の判断(広域避難の実施等に伴うもの) 

・ 被災市町村からの要請 

その他 その他、必要に応じて(災害のおそれや被災状況を踏まえて)

都道府県と市町村が協議し、起動する 
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起動の基準及び判断は、平時から(都道府県)危機対策担当にて協議した上で、都道

府県の地域防災計画等の災害対応を記した計画に業務として位置付けることが望まし

いと考えられます。 

また、システム起動の決定後、速やかに業務を開始できるように都道府県がアカウン

トを付与するまでの目標時間も定めてください。具体的には、ユースケースにおける対

応を考慮し、3日以内に起動できることが望ましいと考えます。 

 

(３)システム停止の基準 

 本システムの停止とは、システムの利用者である市町村職員や関係団体担当者のア

カウントが停止された状態を指します。本システムの停止後は、コールドスタンバイの状

態に戻ります。 

システム停止の基準については、あらかじめ関係者で決めておくことが必要です。当

該基準は、想定するユースケースや、地域特性や防災関係システムの整備状況等を考慮

して作成してください。 

システム停止の基準例 

 ① 広域避難者数の

減少 

② 被災者支援制度の終了

や未申請率の低下 

③ システムを活用した地

方公共団体独自の支援

制度及び支援業務の対

象者数の減少 

フ
ェ
ー
ズ 

 

状
況
例 

・ 発災後、広域避

難先への避難が

終了した場合 

・ 応急的な住まいや被災

者支援制度が終了又は

支援制度への未申請率

が低下している場合 

・ 都道府県が独自にシス

テムの活用を判断した

支援制度及び支援業務

等において、対象者数

が減少している場合 

ポ
イ
ン
ト 

・ 復旧期、復興期

のシステムの要

望がないか、十

分確認する 

・ 支援体制(人数、予算等)の

見直しを踏まえ、関係者間

の情報連携方法について

も併せて見直しを行い、シ

ステムの運用継続が必要

か検討する 

・ 行政だけでなく、関係団

体等が実施する支援策

の対象者数も判断対象

とする 
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(４)被災者を特定する共通 IDと名寄せに必要な情報 

①被災者を特定する共通 ID 

本システムは、異なるシステムで管理される被災者個人の情報を、同じ個人として識

別するために、共通 IDを発行して被災者の情報を管理します。これにより、効率的なデ

ータ管理とセキュリティの向上が可能になります。 

共通 IDとして、マイナンバーを利用することも考えられます。 

マイナンバーの利用については、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)(以下、「番号利用法」という。)第 9

条第1項及び別表中５５の項において、「災害対策基本法による被災者台帳の作成に関

する事務であって主務省令で定めるもの」として、「被災者台帳の作成」のみに限られて

いることから、番号利用法第 9 条第 2 項に基づき、都道府県において条例を定める必

要があります。 

マイナンバーを利用することにより、正確な名寄せが可能となりますが、特定個人情

報となるため、所要の個人情報保護措置やセキュリティ対策が必要となります。 

本手順書では、石川県が能登半島地震発災後に構築した被災者データベースにおい

て、マイナンバーを採用しなかったため、マイナンバーを利用することを前提として記載

していません。マイナンバーを活用する場合は、別途検討が必要になるため留意くださ

い。 

共通 IDとして、基本4情報や住民基本台帳の識別番号を基に、固有で一意の IDを

生成することが考えられます。 

共通 ID の発行方法について、都道府県と市町村等の間で協議し、定めておく必要が

あります。 

 

②名寄せに必要な情報 

共通 ID に被災者個人の情報を紐づけるため、「名寄せ」の作業が必要となります。名

寄せを行うためには、必ず基本 4 情報を確認してください。本手順書ではマイナンバー

を使う想定ではありませんが、マイナンバー紐づけ誤りと同様に、共通 ID との紐づけ

誤りがないようにしなければなりません。 

正確かつ効率的に名寄せを行うためにも、マイナンバーカードの基本４情報(券面事

項入力補助AP)の活用が有効です。なお、災害時に被災者が必ずしもマイナンバーカー

ドを携帯しているとは限らないことにも留意してください。 

平時から、共通 ID や名寄せの方法を、都道府県と市町村等の間で協議し、定めてお

く必要があります。 
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(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨において、被災者の居

場所や個々の避難所の利用状況等を把握するため、避難所受付等に、マイナンバーカー

ドの基本 4 情報(券面事項入力補助 AP)の活用を検討しました。しかし、災害時にマイ

ナンバーカードを携帯していない被災者も存在したことから、代わりに支援対象となる

被災者に交通系 IC カード(Suica・ICOCA)を配布し、活用しました。具体的には、交

通系ICカードの受け取り時に、被災者自身の情報(氏名等の基本4情報、連絡先等)を

登録してもらい、そのカードを避難所の受付に設置したカードリーダにかざすことで、

避難所の利用状況の把握を行いました。後に被災者の入浴サービスの手続きにも活用

しました。 

避難所における避難者の受付においては、避難者に交通系 ICカードを利用すること

の十分な有用性を示すことができず、利用が進みませんでした。 

被災者への入浴サービスの手続きにおいては、交通系 ICカードを利用することの有

用性を、入浴支援事業を行う事業者やサービスを利用する被災者に示し、交通系 IC カ

ードを利用する手続きを業務フローの中に組み込むことができ、利用が進みました。 

 

住民基本台帳の識別番号は、市町間で重複する可能性があるため、市町名と住民基

本台帳の識別番号を基に、固有で一意の ID の発行を行いました。また、住民基本台帳

に登録されていない被災者(住登外の被災者)については、共通 IDの発行を行わず、リ

ソースグループで業務の必要に応じて管理番号を発行しました。 

 

名寄せを行うため、基本 4 情報に加えて、携帯電話の電話番号なども利用すること

を検討しました。被災市町等から被災者データベースに被災者の情報(データソース)の

提供を受ける場合には、以下の点に注意しました。 

・ 同姓同名の個人が存在する可能性がある 

・ 外字が含まれる場合には名寄せができない 

・ 住所・外国人等の氏名(カタカナ)の表記揺れがある 

・ データの持ち方が決まっていない(ミドルネーム、姓名が同一の項目など) 

・ 基本4 情報の不足(住所や生年月日の記載漏れ)がある 

・ マイナンバーを利用して被災者台帳情報の提供を行うことはできない 

(番号利用法第１９条による制限)    など 
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(５)データの連携 

①基本情報の連携 

基本情報は、被災者台帳に記載・記録される事項として、都道府県と市町村が協議し、

定義している必要があります。 

市町村は、災害時に被災者台帳に記載・記録する事項のうち、氏名、住所、性別、生年

月日などについて、基本情報として、住民基本台帳やその他関係するシステム(介護保

険、障害福祉などの自治体業務システムに加え、個別避難計画、避難行動要支援者名簿

等)から速やかに情報を出力し、被災者台帳管理システムに取り込めるようにする必要

があります。 

本システムを運用する都道府県は、災害対策基本法施行規則第8条の6の規定に基

づき、被災市町村から被災者台帳情報の提供を求めることができます。 

被災市町村は、広域避難先の都道府県(他市町村)から台帳情報の提供の求めに応じ、

災害対策基本法第９０条の4第 1項第3号に基づき、台帳情報を都道府県に提供する

ことができます。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、被災市町から台帳情報の提供を受け、被災者データベースに取り込みま

した。 

基本情報について、被災市町と協議し、 

・ データ項目(項目の定義) 

・ 災害が発生した日(住民を被災者とする基準日) 

・ 対象とする被災者の範囲 

を決定しました。 

なお、「避難行動要支援者名簿」や「個別避難計画」の取り込みも検討しましたが、各

市町で作成・管理方法が異なるため、断念しました。 
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②ユースケースにおいて必要な情報とデータの所在の整理 

災害のフェーズによって、本システムに求められるニーズが異なります。例えば、初期

フェーズでは、被災者の健康を維持するための情報や居所、連絡先といった情報が重

要視されますが、フェーズが進むごとに、心理的ケアや仮設住宅等の支援情報などの生

活再建に向けた情報も重要となります。 

また、複数の支援実施者が関わるため、アセスメント記録等の様式・データ項目に一

貫性がないが現状です。平時から必要なデータ項目(データ項目やデータ名、データ型、

入力規則等)、データの管理者を想定しておくと、データ連携が容易になります。 

なお、実際の災害対応時は、事前に想定できない事態もあり得ますので、関係者との

コミュニケーションを欠かさず、柔軟性を持って対処してください(本システムの仕様書

上、システムは柔軟に対応できるものになっています)。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

ユースケース①(避難所以外の被災者の避難先把握業務) 

令和 6 年能登半島地震・令和 6 年奥能登豪雨において、LINE やコールセンターを

立ち上げ、被災者自らが情報発信する仕組みを応急的に構築しました。また、アウトリー

チによる情報把握として、交通系 ICカードによる1次避難所を利用する避難者の居所

の把握、義援金申請を通じた被災者の居所の確認を行いました。 

これらの取り組みでは、避難者の基本 4 情報や連絡先に加え、避難場所や避難状況

等を収集しました。 

ユースケース②(広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務) 

令和6年能登半島地震後、石川県が金沢市内で開設した１．５次避難所では被災者情

報を記録用紙に記載して管理していたため、広域避難先市町に避難者の情報を共有す

ることが困難となりました。 

支援者間で連携が望ましい情報項目として、「災害時健康危機管理支援チーム活動要

領について」(厚生労働省)における「健康相談票」に記載されている項目全般に加え、

ケアマネジャーの連絡先や避難所内の看護師による申し送り情報等が挙げられており、

要配慮事項も含めて、平時より情報連携する項目を互いに把握しておくことが望ましい

です。 
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ユースケース③(避難所以外の被災者支援) 

支援者間で連携が望ましい情報項目として、仮設住宅の入居申込状況、居住実態、生

活再建支援申請状況等の生活再建に向けた対応方針、支援の利用状況に関すること、

本人の環境情報としての家族構成、緊急連絡先、医療福祉関連の情報として、主訴、利

用している医療機関、通院頻度、投薬有無、既往歴、介護状況などが挙げられました。 

基本的には訪問支援で収集した情報をデータ化して関係者間で連携していたものの、

紙媒体のみで連携する場合もあり課題もありました。 
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③個人情報の取扱いの確認 

本システムでは、災害対策基本法及び個人情報保護法に基づき、被災者の援護に必

要な限度で個人情報を取り扱います。 

ここでは、個人情報の取扱いに関する法的根拠と必要な手続きを確認します。 

原則として、個人情報保護法においては、行政機関等※2 からの個人情報の提供につ

いて、本人同意取得が必ずしも求められるものではありません。 

また、都道府県及び市町村は、個人情報の取扱いに当たって、「個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」(個人情報保護委員会)等を参考に必

要な措置を講じてください。 

なお、令和 7 年に災害対策基本法等の改正が見込まれているため、個人情報の取扱

いに当たっては、関連する法律の今後の動向に留意してください。 

 

※2 個人情報保護法において行政機関等とは、個人情報保護法第 2 条第１１項に規

定するとおり、行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行

政法人(一部を除く。)を指します。 
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(ⅰ)被災者台帳の情報を基本情報として連携できる法的な根拠と必要な手続き 

(ａ)業務の概要 

都道府県は、本システムに必要な基本情報を備え、被災者を特定する共通 ID の作成

と名寄せに利用するため、被災市町村が作成する被災者台帳の情報の提供を求めます。 

被災市町村は、都道府県の求めに応じて、被災者台帳の情報を提供します。 

都道府県は被災市町村から提供された被災者台帳の情報を基本情報として、本シス

テムに登録します。 

 

(ｂ)根拠規定の整理 

被災市町村は、広域避難する被災者を援護することを目的に、他の地方公共団体に

対して、被災者に対する援護の実施に必要な限度で、被災者台帳の情報を提供するこ

とができます(災害対策基本法第９０条の4第 1項第3号)。 

 

(ｃ)必要な手続き 

都道府県は、被災者を特定するために必要な情報などを記載した申請書を、被災者

台帳を保有する被災市町村長に提出します(災害対策基本法施行規則第8条の6第 1

項)。 

被災市町村長は、申請があった場合、被災者本人の同意なく、申請者に対し、当該申

請に係る台帳情報を提供することができます(災害対策基本法第９０条の 4 第 1 項第

3 号、災害対策基本法施行規則第 8条の6第2項)。 

なお、都道府県が台帳情報の提供を受けた場合は、個人情報ファイル簿の作成及び

公表が必要になる可能性があります(個人情報保護法第７５条第 1項)。 
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(ⅱ)ユースケース①(避難所以外の被災者の避難先把握業務)において個人情報を取得

できる法的な根拠と必要な手続き 

(ａ)業務の概要 

都道府県、市町村は、避難所外の被災者の居所やその状況などの情報の把握に当た

って、訪問や電話などのアウトリーチの実施や、被災者自らが情報を提供できる手段

(避難所への届け出、アプリ等による発信など)を設けます。 

 

(ｂ)根拠規定の整理 

行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務

を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければな

りません(個人情報保護法第６１条第 1項)。 

また、行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人

の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけれ

ばなりません(個人情報保護法第６２条)。 

 

(ｃ)必要な手続き 

本ユースケースに必要な手続きはありません。 
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(ⅲ)ユースケース②(広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務)において個人

情報を連携できる法的な根拠と必要な手続き 

(ａ)業務の概要 

広域避難により、都道府県や被災市町村以外の市町村が被災者の広域一時滞在の受

け入れを行う場合に、被災市町村から避難者の情報を受けて必要な受け入れ体制を整

えます。 

この業務は、災害対策基本法第８６条の 8 及び第８６条の 9 に定められる「広域一時

滞在」、「都道府県外広域一時滞在」の必要がある被災住民の受け入れを行うものです。 

 

(ｂ)根拠規定の整理 

ア)災害対策基本法第９０条の4 第 1項に規定する場合 

1 次避難所のある被災市町村から広域避難を行う場合は、都道府県や 2 次避難先と

なる避難先市町村に被災者の個人情報の提供が必要になります。根拠規定は、ユース

ケース(ⅰ)と同じです。 

避難所運営業務の中で、医療福祉関係者や NPO 団体など民間の支援団体が被災者

の援護の実施に被災者の台帳情報を利用したい場合には、市町村は、本人の同意があ

るときに限りこれを提供することができます(災害対策基本法第９０条の 4 第 1 項第 1

号)。 

本人同意の取得の際は、利用目的を明らかにする必要があるとともに、不当な目的

に使用されるおそれがあると認められる場合には、提供を控える必要があることに留

意が必要です。 

 

イ)個人情報保護法(災害対策基本法に規定する場合以外) 

(場合１)都道府県や 2 次避難先、医療福祉関係者等への提供を利用目的として特定

している場合 

広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務へ活用する場合、利用目

的に含めることで、利用目的のための提供としてこれらの機関等へ提供でき

ます(個人情報保護法第６１条第 1項、第６９条第 1項)。 
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(場合２)都道府県や 2 次避難先、医療福祉関係者等への提供を利用目的として特定

していない場合 

＜行政機関等へ提供する場合＞ 

本人の同意を取得する場合(個人情報保護法第６９条第 2 項第 1 号)のほか、

個人情報の提供を受ける行政機関等が、法令の定める事務又は業務の遂行に必

要な限度で当該個人情報を利用し、かつ利用することについて相当の理由があ

るとき(同項第 3号)については、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する

おそれがあると認められる場合(同項ただし書)を除き、当該情報を保有する地

方公共団体は、他の行政機関等へ情報提供することができます(個人情報保護

法第６９条第2 項第 1号及び第3号)。 

＜行政機関等以外の者へ提供する場合＞ 

本人の同意を取得する場合のほか、本人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要なときなど、明らかに本人の利益になるときや、その他保有個人情報を

提供することについて特別の理由があるとき(同項第 4 号)については、本人又

は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合(同項た

だし書)を除き、当該情報を保有する地方公共団体は、行政機関等以外の者へ情

報提供することができます(個人情報保護法第６９条第2項第1号及び第4号)。 

 

また、地方公共団体からの情報提供により民間支援団体(医療/福祉事業者、NPO等。

ただし、個人情報取扱事業者である場合に限る。以下同じ。)が要配慮個人情報を取得

する場合には、原則として本人の同意が必要です(個人情報保護法第２０条第2項)。地

方公共団体が個人情報を取得する際に同意欄を設け、提供先の民間支援団体による要

配慮個人情報の取得を伴う地方公共団体から当該民間支援団体への情報提供につい

て同意を取得しておくことが考えられます。(参考資料…様式等(作成例)(３)被災者の

情報に要配慮個人情報が含まれることを想定した利用目的の記載例) 

ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ること

が困難であるとき(同条第2項第2号)や、国の機関若しくは地方公共団体又はその委

託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人

の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(同項第4号)な

どの例外規定に該当する場合には、本人の同意なく当該民間支援団体は要配慮個人情

報を取得することが可能です。 

 

(ｃ)必要な手続き 

本ユースケースに必要な手続きはありません。 



 

44 

(ⅳ)ユースケース③(避難所以外の被災者支援)において個人情報を連携できる法的な

根拠と必要な手続き 

(ａ)業務の概要 

都道府県、市町村と、関係団体は、災害ケースマネジメントを実施するに当たり、被災

者の被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握し、共有します。 

 

(ｂ)根拠規定の整理 

本ケースにおいては災害対策基本法第９０条の4第 1項に規定する台帳情報の提供

は想定していないため、(ⅲ)(ｂ)イ)と同様です。 

 

(ｃ)必要な手続き 

本ユースケースに必要な手続きはありません。 
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(ⅴ)システム停止後に都道府県から市町村に被災者の個人情報を連携できる法的な根

拠と必要な手続き 

(ａ)業務の概要 

都道府県は、本システムの運用を停止し、被災市町村の被災者台帳に対して、被災者

台帳情報の引き継ぎを行います。引き継ぎに当たっては、都道府県が本システムにより

保有した被災者の情報を被災市町村に提供します。 

 

(ｂ)根拠規定の整理 

ア)災害対策基本法第９０条の3 第4 項に規定する場合 

被災者台帳情報として被災者の情報を引き継ぐ場合には、都道府県は、被災市町村

に対して、被災者に関する情報の提供を行います(災害対策基本法第条の3第4 項)。 

 

イ)個人情報保護法(災害対策基本法に規定する場合以外) 

台帳情報として被災者の情報を引き継がない場合には、システム停止後に都道府県

から市町村に被災者の個人情報を提供することについて、利用目的として特定するこ

とで、利用目的のための提供として市町村に提供することができます(個人情報保護法

第６１条第 1項、第６９条第 1項)。 

 

(ｃ)必要な手続き 

本ユースケースに必要な手続きはありません。 
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④アクセス制御の在り方 

本システムは、広域避難する被災者等の情報を一つのデータベースに整理し、その支

援情報を記録するとともに、個々の被災者の情報を一元的に集約するため、被災者の

住民票がある市町村や都道府県、民間の支援団体と、必要な情報連携を行います。被

災者の情報は災害対策基本法や個人情報保護法の規定に従って取り扱います。 

本システムでは、被災者の援護に必要な限度で業務に必要な情報を利用又は提供す

るため、業務実施主体に応じたアクセス制御を行う機能を備えています。 

(都道府県)システム担当は、本システムの機能を活用して、市町村等の利用者にアカ

ウントを付与するほか、必要な情報へのアクセス権限を設定するため、市町村等の担当

者と協議を行ってください。これにより、業務実施主体に応じたアクセス制御を行うこ

とができます。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県は、必要な情報にアクセスさせるユーザーを管理するための「ユーザーグルー

プ」と、ユーザーに必要なデータを抽出した「リソースグループ」を設定することで、アク

セス制御を行いました。 

「ユーザーグループ」は、特定の業務に必要な同じ情報にアクセスするユーザーを一

つのグループにまとめることで、適切にユーザーを管理するものです。 

「リソースグループ」は、特定の業務に必要な情報をまとめることで、同一のユーザー

グループに所属するユーザーがアクセスできる情報の範囲を管理するものです。 

個別のユーザーが、どの「ユーザーグループ」に属し、どの「リソースグループ」にアク

セスできるかを「アクセス付与一覧表」にまとめて管理しました。 

 「ユーザーグループ」と「リソースグループ」の設定は以下の通りです。 

アクセス付与一覧表 

組織 所属 役職 氏名 メールアドレス ユーザーグループ リソースグループ 

志賀町 医療・保

健・福祉

担当 

△△ □□ …@.... 被災者見守り・相談

支援業務（志賀町内） 
被災者見守り・相談

支援情報（志賀町

内） 

志賀町 システム

管理担当 

△△ □□ …@.... システム管理業務

（志賀町内） 

被災住民情報（志賀

町内 

委託事業者 県社会福

祉協議会 

△△ □□ …@.... 被災者見守り・相談

支援業務（県南 10

市町内） 

被災者見守り・相談

支援情報（県南 10

市町内） 

珠洲市 医療・保

健・福祉

担当 

△△ □□ …@.... 被災者見守り・相談

支援業務（珠洲市内） 

被災者見守り・相談

支援情報（珠洲市

内） 

石川県 システム

管理担当 

△△ □□ …@.... システム管理業務

（石川県） 

被災住民情報（石川

県） 
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ア)アカウント申請受付 

石川県は、被災市町や委託事業者から、被災者データベースの利用申請を受け付け

ました。利用申請にあたっては、石川県が「ユーザーグループ」の設定を行うため、申請

者に対し、システムの利用目的の確認を行いました。 

利用申請書 

組織 所属 役職 氏名 メールアドレス 利用目的 

七尾市 ○○課 △△ □□ …@.... 被災者見守り・相談支援等事

業に利用 

輪島市 ○○課 △△ □□ …@.... 〃 

珠洲市 ○○課 △△ □□ …@.... 〃 

志賀町 ○○課 △△ □□ …@.... 〃 

穴水町 ○○課 △△ □□ …@.... 〃 

能登町 ○○課 △△ □□ …@.... 〃 

石川県 ●●課 ▲▲ ■■ …@.... 被災者データベースの管理・

運用のため 

石川県 ●●課 ▲▲ ■■ …@.... 広域避難先での被災者見守

り・相談支援等事業に利用 

委託事業者 …… …… …… …… 県受託事業の実施に利用 

 

イ)各ユースケースにおけるユーザーグループ・リソースグループの設定 

ユーザーグループ設定(組織/業務名/業務担当) 

石川県は、申請者から確認したシステムの利用目的を基に、申請者が従事する被災者

支援業務を特定し、業務に合わせて「ユーザーグループ」を作成し、利用目的に合った

「ユーザーグループ」を割り当てました。 

割り当ての手順 

１） ユーザーが行う業務を特定する 

２） 組織(都道府県/市町村)を特定する 

３） 担当者(システム担当、見守り支援担当など)を特定する 

 

リソースグループ設定(業務に必要な情報の設定) 

ユーザーが従事する業務に必要な情報を特定し、抽出した「リソースグループ」を設定

しました。抽出には、被災者データベースに収集した情報(データソース)から、石川県と

割り当てた「ユーザーグループ」と協議のうえ必要な項目を選択してまとめました。 

割り当ての手順 

１） ユーザーグループと協議して必要なデータソース・項目を特定する 

２） データソースから必要な項目を抽出し、リソースグループを設定する 
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参考に、ユースケース別に石川県が作成したユーザーグループ・リソースグループを

示します。 

ユースケース①避難所以外の被災者の避難先把握業務 

ユース

ケース

①避難

所以外

の被災

者の避

難先把

握業務
ユーザ

ーグル

ープ 

ユーザーグ

ループ名 

避難所外被災

者把握業務（石

川県） 

被災高齢者等

把握業務（石川

県） 

給付金支給 

(県義援金の特

別配分)業務

（石川県） 

システム管理

業務（石川県） 

組織 石川県 石川県 石川県 石川県 

業務 避難所外被災

者把握業務

(LINE、コール

センターを活

用) 

被災高齢者等

把握業務(個別

訪問等を実施) 

給付金支給 

(県義援金の特

別配分)業務 

システム管理

業務 

所属担当 生活再建支援・

デジタル担当 

高齢者福祉担

当 

給付金支給担

当 

システム管理

担当 

リソース

グループ 

リソースグ

ループ名 

避難所外被災

者把握情報（石

川県 

被災高齢者等

把握業務情報

（石川県） 

給付金支給 

(県義援金の特

別配分)情報

（石川県） 

被災住民情報

（石川県） 

アクセス制

御・CRUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

被災６市町 

閲覧のみ可能 

作成・更新・削除可能 



 

49 

ユースケース②広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務 

ユーザー

グループ 

ユーザーグ

ループ名 

意向調査業務

（輪島市） 

受付・健康確認

業務（石川県） 

健康相談業務

（七尾市） 

システム管理業

務（石川県） 

組織 輪島市 石川県 七尾市 石川県 

業務 意向調査 受付・健康確認 健康相談 システム管理業

務 

所属担当 避難所運営担

当 

避難所運営担当

及び健康管理業

務担当 

健康管理業務担

当 

システム管理担

当 

リソース

グループ 

リソースグ

ループ 

意向調査情報

（輪島市） 

受付・健康確認

情報（石川県） 

健康相談情報

（七尾市） 
被災者台帳情報

（石川県） 

アクセス制

御・CRUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

被災６市町 

  

輪島市民のみ 七尾市民のみ 

閲覧のみ可能 

作成・更新・削除可能 
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ユースケース③避難所以外の被災者支援 

ユーザー

グループ 

ユーザーグル

ープ名 

被災者見守り・

相談支援業務

(志賀町) 

被災者見守

り・相談支援業

務(石川県) 

被災者見守り・

相談支援業務

(県南 

１０市町) 

システム管理業

務（石川県） 

組織 志賀町 石川県 委託事業者 石川県 

業務 被災者見守り・

相談支援業務

(志賀町) 

被災者見守り・

相談支援業務

(県南 

１０市町) 

被災者見守り・

相談支援業務

(県南 

１０市町) 

システム管理業

務 

所属担当 医療・保健・福

祉担当 

医療・保健・福

祉担当 

県社会福祉協

議会 

システム管理担

当 

リソー

スグルー

プ 

リソースグル

ープ名 

被災者見守り・

相談支援情報

（志賀町） 

被災者見守り・

相談支援情報

（石川県） 

被災者見守り・

相談支援情報

（県南 10 市

町） 

被災者台帳情

報（石川県） 

アクセス制

御・CRUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志賀町民のみ 

作成・更新・削除可能 

閲覧のみ可能 

 

被災６市町 
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⑤アカウントを付与する者の整理 

発災後、システムの起動の基準に基づき、システムを起動することを決定したら、(都

道府県)システム担当は、利用者に対し、上記のアクセス制御の考え方に沿ってアクセス

権が設定されたアカウントを付与することになります。 

発災後に、誰にどのアカウントを付与するかを調査していては、時間を要してしまう

ため、あらかじめ、「アカウント付与一覧表」を作成することにより、起動時間の短縮につ

ながります。 

なお、「アカウント付与一覧表」は、人事異動に伴うメンテナンスが必要となります。人

事異動に伴うメンテナンスは手間ではありますが、利用者にシステムの存在と業務内容

を認識することにもつながりますので、必要なコストとして考えてください。 

 

⑥情報管理(保護措置) 

都道府県及び市町村は個人情報保護法第６６条第 1 項に基づき、保有個人情報につ

いて安全管理措置を講じなければなりません。また、都道府県又は市町村が個人情報

の取扱いを委託する場合、委託先は同条第 2 項第 1 号に基づき、安全管理措置を講じ

なければならず、都道府県及び市町村は当該委託先の監督を行わなければなりません。 

利用目的のために又は個人情報保護法第６９条第 2 項第 3 号若しくは第 4 号の規

定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有

個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若

しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます(個人情報保護法第７０条)。 

例えば、個人情報を取り扱う区域の管理や、機器及び電子媒体等の盗難等の防止と

いった物理的安全管理措置や、アクセス制御等の技術的安全管理措置が考えられます。 
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3.3.広域被災者データベース・システムの調達 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、検討会で合意されたスケジュールに沿って、システムを

調達します。 

調達にあたり、「広域被災者データベース・システムに係る仕様書」を基に、調達仕様

書を作成してください。 

当該仕様書は、可能な限りカスタマイズをしないでください。カスタマイズが必要な

場合には、その分、コストの増嵩につながる可能性がありますので、留意してください。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、調達に当たり、広く民間事業者に RFI による情報提供を依頼し、その結

果を踏まえて、「被災者データベース」の開発に係る仕様書を作成し、公募型プロポーザ

ル方式により構築事業者を選定しました。 
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3.4.広域被災者データベース・システムの運用訓練 

本システムは、災害発生時に起動するものであり、平時から運用するものではありま

せん。 

災害時に都道府県が被災市町村に台帳情報の提供を求め、迅速かつ的確に被災者台

帳の情報の提供を受けて、被災者支援に活用していくためには、平時からの備えが重

要です。災害時に本システムをスムーズに起動し、運用するために、以下の事項を平時

から準備することが必要です。 

実際の運用を想定した訓練の実施手順について、以下のとおり示します。 

 

[(都道府県)導入主担当] 

都道府県導入主担当は、本システムの運用訓練計画を定めます。 

運用訓練計画には、少なくとも、次の3 点について定めます。 

(1)訓練する目的と訓練内容 

(２)訓練実施日 

(３)訓練に参加する者 

 

(ポイント１：訓練の内容) 

「(1)訓練する目的と訓練内容」については、次のとおり考えられます。 

① 市町村が基本情報を準備できるか。 

② 市町村は、基本情報を都道府県に提供することができるか。 

③ 都道府県は適切にアカウントを付与し、アカウントを付与された者は、設定され

た権限の範囲で参照することができるか。 

④ ユースケースを想定して、関係者が集約したデータを、本システムに名寄せして

登録することができるか。 

⑤ ユースケースを想定して、外部のシステムからデータを本システムに名寄せして

登録することができるか。 

⑥ システムの停止を想定し、本システムで登録されたデータを市町村に適切に引

き継ぐことができるか。 

 

(ポイント２：訓練に用いるデータ(個人情報の取扱い)) 

訓練のために保有個人情報の利用又は提供が必要な場合においては、特定した利用

目的のための利用又は提供が可能です。また、利用目的として特定されていない場合

であっても、本人同意の取得が必ずしも求められるものではなく、訓練の内容など個別
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の事情に応じ、個人情報保護法第６９条第 2 項各号の該当性を検討することとなりま

す。 

関係者が個人情報を共有することについて、訓練の実効性確保に支障がない場合に

は、情報の漏えい等のリスクを考慮して、訓練用のシナリオやダミーデータでの対応を

検討するのも有用でしょう。 

 

 

 



 

 

＜発災時～応急期に実施する事項＞ 
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3.5.広域被災者データベース・システムの起動 

3.5.1.システム起動の決定 

(１)システムの起動の判断に必要な情報の収集 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、災害の発生又は発生するおそれがある場合には、「システ

ム起動の基準」(「3.2.3.本システムを起動する前にあらかじめ決めておくべき詳細事

項」参照)に照らし、起動の判断に必要な情報を収集します。 

 

(ポイント) 

人的・住家・インフラ被害などの情報を収集している災害対策本部と連携することで

早期に状況を把握することが重要です。 

 

(２)システムの起動 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、「システム起動の基準」に該当すると判断した場合、システ

ムの起動を決定します。 

(都道府県)導入主担当は、都道府県システム担当及び関係者にシステム起動の決定

を通知します。 

 

(ポイント) 

判断が難しい場合には災害対策応急責任者や危機管理部局と速やかに協議する必

要があります。システムの起動判断は災害対策本部業務とすることも考えられます。 

 

(３)システムの起動確認 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、(都道府県)導入主担当から起動の決定の通知があった

場合、速やかに本システムが正常に起動すること(利用環境からのアクセスが可能であ

ることを含む。)を確認します。正常に起動することが確認できない場合は、事業者と原

因を分析し、対策を講じます。 

(都道府県)システム担当は、システムが正常に起動することが確認できた場合には、

直ちに、(都道府県)導入主担当及び関係者に、その旨を通知します。 
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3.5.2.被災者の基本情報の登録 

(１)基本情報の決定 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、(都道府県)システム担当からシステムの正常な起動の確

認の通知を受理した後、速やかに(都道府県)システム担当と協議して、災害の状況に応

じた基本情報の範囲(システムを利用して支援が必要な被災者の範囲)及び基準日を決

定します。 

基準日は、都道府県と市町村の間で「当該災害の被災者(災害対策基本法第９０条の

3)」の特定に必要となるものです。基準日は、発生した災害に対して一つになるように

定めます。 

 

(理由) 

基本情報の範囲や基準日にズレがあると、被災者の情報を正確に把握・共有すること

が困難になります。 

 

(ポイント) 

あらかじめ基本情報の範囲や基準を決めておくことが重要です。 

(都道府県)システム担当は、(市町村)システム担当の支援を行うことが重要です。 
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(２)基本情報の提供依頼 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、(都道府県)法務担当と協力し、(市町村)被災者台帳担

当及び(市町村)システム担当に対し、被災者台帳情報として基本情報の提供を求める

依頼文を発出します。 

[(市町村)被災者台帳担当](ユースケース共通) 

(市町村)被災者台帳担当は、(都道府県)システム担当からの依頼文を受理した後、災

害対策基本法第９０条の 4 第 3 号に基づき、(市町村)システム担当の協力を得て、基

本情報を作成し、台帳情報として(都道府県)システム担当に提供します。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県は被災者の住民票がある被災6市町と必要な情報連携をするため、被災6市

町の市町村長に対して、以下の事項を記載した申請書(「被災者台帳情報の提供につい

て(依頼)」(令和 6年2月6日付、石川県知事))を市町に通知しました。 

「被災者台帳情報の提供について(依頼)」(令和 6年2 月6 日付、石川県知事) 

発出の目的 被災者に対する援護の実施を利用目的とする、被災者データベ

ースを構築するため 

根拠法令・規定 災害対策基本法第９０条の 4 第 1 項第 3 号及び災害対策基本

法施行規則(昭和３７年総理府令第５２号)第 8 条の 6 第 1 項 

発出者 石川県 

発出先 被災 6 市町 

提供を受けようと

する情報の範囲 

災害対策基本法第９０条の 3 第 2 項第 1 号から第 7 号に掲

げる事項 

災害対策基本法施行規則(昭和３７年総理府令第５２号)第 8

条の 5 各号に掲げる事項 
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(３)基本情報の登録 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、市町村から受領した基本情報を本システムに登録します。 

 

(４)基本情報の登録確認 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、基本情報が本システムに正確に登録できているかを確

認します。 

正確に登録できていなかった場合は、事業者と原因を分析し、対策を講じます。必要

に応じて市町村にも協力を仰ぎます。 

 

(５)個人情報ファイル簿の作成・公表 

[(都道府県)システム担当、(市町村)被災者台帳担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、(市町村)被災者台帳担当から提供された基本情報を本

システムに登録したら、個人情報保護法第７５条に基づき、本システムの個人情報ファイ

ル簿を作成し、公表します。 

個人情報ファイル簿には、利用目的を記載することになりますが、想定される提供行

為(3.2.3.(5)③(ⅴ)のシステム停止後に都道府県から市町村に被災者の個人情報を

連携することなど)を利用目的に含めてあらかじめ特定し、個人情報ファイル簿に記載

しておくことで、個人情報保護法第６９条第 1項に基づく利用目的のための提供が可能

になります。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、個人情報保護法第７５条に基づき、以下のとおり、被災者データベース

の個人情報ファイル簿を作成しました。 
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参考 個人情報ファイル簿(石川県の事例) 

 

資料：石川県 Web サイト「石川県の個人情報ファイル簿」 

(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/joho/personalinformation/documents

/soumubu.pdf) 
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3.5.3.システムの利用者登録(アカウントの付与) 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、基本情報の登録作業と並行して、検討会においてあらか

じめ決めた「アカウント付与一覧表」を(市町村)システム担当に照会し、修正等がないか

確認をします。 

(都道府県)システム担当は、基本情報の登録作業及び上記の確認が完了後、「アカウ

ント付与一覧表」に基づき、アカウントを付与します。 

アカウントを付与する際は、本システムの適切な運用を確保するため、利用者に対し

て必要な事項(本システムの目的や被災者情報を取り扱う法的根拠、利用ルール(利用

規約やポリシー等)、操作手順(マニュアル))について説明します。 

 

(ポイント) 

(都道府県)システム担当は、適切な運用のため、利用者に対する丁寧なサポートが必

要です。(市町村)システム担当の協力が円滑なアカウント付与につながります。 
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3.5.4.システムの稼働確認(発災後の利用者向け) 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、(市町村)システム担当に、システムを起動した旨を連絡

します。 

実施に当たっては、利用者が適切に被災者情報を利用できるよう、セキュリティ要件

(システムへのアクセス権限やデータの参照権など)を改めて説明します。 

[(市町村)システム担当](ユースケース共通) 

(市町村)システム担当は、付与されたアカウントを利用して本システムにログインで

きることを確認します。 

ログインができない場合や閲覧範囲が異なる場合は、(都道府県)システム担当者に

連絡します。 

 

(ポイント) 

発災時にシステム利用者が被災者支援業務に活用できるよう、マニュアルの提供や

問い合わせに対応するなど、積極的に導入支援を行うことが重要です。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県ではシステム担当に加えて、デジタル推進監室職員もシステムの運用支援に参

加し、庁内や市町の利用者に対して現地での導入支援や問い合わせ対応、マニュアルの

作成を行いました。 
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3.5.5.被災者への周知 

[(都道府県)広報担当](ユースケース共通) 

(都道府県)広報担当は、本システムが起動する日までに、被災者の個人情報を市町

村から受領し、本システムにおいて取り扱う旨を被災者に周知します。 

この周知は、法令上必ずしも必要ではありませんが、被災者の個人情報の取扱いへ

の不安を軽減する効果が期待されます。 

具体的な手法として、記者会見、避難所へのチラシ配布、広報紙、Web サイトへの掲

載等が考えられます。 

 

(理由) 

個人情報の取扱いに対する被災者の不安を軽減するために実施します。 

 

(ポイント) 

起動のタイミング以外にも、利用状況を随時周知することで、住民に個人情報の取扱

いに関する不安の軽減につながります。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、令和 6 年能登半島地震の発災後、市町の区域を越えた広域避難が生じ

る中、支援に必要な被災者情報を把握・集約するため、「6 市町の被災台帳の作成支援

の状況(被災者データベースの構築)」について、知事が記者会見※3を行い、石川県の取

り組みを周知しました。 

令和 6 年 4 月 1 日には、構築した被災者データベースを活用して県が把握した情報

について、改めて知事が記者会見※4 を行い、6 市町の被災者台帳の作成支援の状況を

報告しました。 

令和6年4月9日、公開で開催される災害対策本部員会議※5において、「被災者デ

ータベース(被災者の登録状況)」について報告しました。 

令和 6 年 7 月２４日には、被災高齢者等の見守りに被災者データベースの情報を活

用することを報告しました※6。 

※3 令和6年2月１９日(月)知事記者会見 

※4 令和6年4月 1日(月)知事記者会見 

※5 令和6年4月9 日(火)第４６回災害対策本部員会議(以降、会議で都度報告) 

※6 令和6年7月２４日(水)知事記者会見 
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＜復旧期～復興期に実施する事項＞ 
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3.6.広域被災者データベース・システムの運用 

ここでは、共通的な事項として、アカウントの管理について業務手順を記載するほか、

具体的なユースケースとして、ユースケース①「避難所以外の被災者の避難先把握業

務」、ユースケース②「広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務」、ユースケー

ス③「避難所以外の被災者支援」の業務手順を記載し、最後に、ユースケース④「あらか

じめ想定できないが発災後必要となった業務」の業務手順を記載します。 

 

3.6.1.アカウントの管理 

(１)アカウントを付与すべき者の追加・修正・削除 

[(市町村)システム担当、(関係団体)システム担当](ユースケース共通) 

(市町村)システム担当、(関係団体)システム担当は、システムを運用するに当たって、

アカウントを付与すべき者の追加・修正・削除の必要が生じた場合、(都道府県)システム

担当に対し、その旨を申請します。 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、上述の申請を受理した場合、速やかに申請内容を確認し、

「アカウント付与一覧表」を更新して、アカウントを付与すべき者の追加・修正・削除を実

施します。 

その後の手続きは、「3.5.3.システムの利用者登録(アカウントの付与)」及び「3.5.4.

システムの稼働確認」を参照してください。 
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(２)アカウントの権限の範囲の追加・修正・削除 

[(市町村)システム担当、(関係団体)システム担当](ユースケース共通) 

(市町村)システム担当、(関係団体)システム担当は、システムを運用するに当たって、

「アカウント付与一覧表」の追加・修正・削除の必要が生じた場合、都道府県システム担

当と協議します。 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、上記の協議結果を受理した後、速やかに(都道府県)導

入主担当及び(都道府県)法務担当と、アカウントの権限範囲の追加・修正・削除につい

て協議をしてください。業務の必要性と個人情報保護やセキュリティの観点から、慎重

な検討が必要になります。 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、上記の協議を踏まえ、関係者(市町村、関係団体)と協議

をし、アカウントの権限範囲の追加・修正・削除の実行について決定します。 

(都道府県)導入主担当は、(都道府県)システム担当に対し、上記の決定を通知します。 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、上記の通知を受理した場合、速やかに、アカウントの権

限の範囲の追加・修正・削除を実行し、必要に応じて「アカウント付与一覧表」を更新し

て、アカウントを付与すべき者の追加・修正・削除を実施します。 

その後の手続きは、「3.5.3.システムの利用者登録(アカウントの付与)」及び「3.5.4.

システムの稼働確認」を参照してください。 
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3.6.2.基本情報の追加(住民以外の者) 

[(市町村)避難所担当(ユースケース共通) 

(市町村)避難所担当は、避難所において住民以外の者が避難していることがわかっ

たときは、避難者の情報(氏名等の基本 4 情報、連絡先等)を聴取の上、(都道府県)シ

ステム担当に報告します。 

[(都道府県)医療・保健・福祉担当、(被災市町村)医療・保健・福祉担当、(関係団体)相談

支援担当](ユースケース③) 

(都道府県)医療・保健・福祉担当、(被災市町村)医療・保健・福祉担当及び(関係団

体)相談支援担当は、避難所以外の場所に住民以外の者が避難していることがわかっ

たときは、避難者の基本 4 情報及び連絡先を聴取の上、(都道府県)システム担当に報

告します。 

[(都道府県)システム担当(ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、上記の報告を受けた場合、本システムに当該住民以外の

者の聴取した情報を登録します。 
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3.6.3.ユースケース①避難所外の被災者の避難先把握業務 

災害対策基本法においては、避難所以外の場所に滞在する被災者(以下「避難所外被

災者」という。)への配慮に関する努力義務が規定されており、避難所外被災者の状況

把握を早急に行い、支援が必要な被災者に適切な支援の提供、医療や福祉的支援への

つなぎ等を実施することが重要です。 

避難生活に当たっては、以下のような様々な理由により、避難所に行けず在宅避難

者や車中泊を行う避難者等も存在しており、避難生活を送る場所が多様化しています。 

・ 受入想定人数を大きく上回る避難者により居場所を確保することが難しい 

・ 避難所への経路が寸断されて移動できない 

・ 家族や自分の健康状態により自宅から出られない 

・ 障害等により集団での生活が困難である 

・ 避難所では自らが必要と考えるプライバシーが確保できない 

・ ペットの世話が難しい 

・ 旅行先など普段生活する地域以外で被災し、避難所の場所がわからない など 

 

[(都道府県)危機管理担当、医療・保健・福祉担当、(被災市町村)危機管理担当、医療・保

健・福祉担当、(関係団体)相談支援担当] 

発災直後から被災者の自立・生活再建を支援するため、災害ケースマネジメントの取

り組みが推進されており、避難所以外の避難者等の支援においても、官民の連携を前

提に適切なアウトリーチ等の支援を行います。 

被災者の避難先把握に当たっては、デジタル技術を活用することで、業務の省力化、

効率的な実施につながります。例えば、情報収集の際にタブレット等を用いて直接デー

タを入力することや支援記録をシステム上で管理することなどが想定されます。積極的

なデジタル技術活用を検討します。 

 

(ポイント) 

官民の連携に当たっては、市町村、都道府県、民間の支援団体等、様々な主体と連携

して実施することが効率的である一方、各主体がそれぞれの職務の観点から、個別訪問

を実施している場合があります。そのため、関係部局が連携し、役割を分担することで、

重複や漏れがないよう情報連携を密に行うことが重要です。 

アウトリーチに当たっては、訪問や電話等の実施や、被災者自らの情報発信(避難所

への届け出、アプリなどによる発信等)を促すことが効果的ですが、以下の点に留意し

て行うことが重要です。 
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・ 要配慮者の状況把握は、必要に応じ、避難行動要支援者名簿や個別避難計画に記

載されている情報を活用すること 

・ 民間の支援団体等が取得する情報に要配慮個人情報が含まれる場合、あらかじめ

本人の同意を取得しておくこと(個人情報保護法第２０条第 2項) 

・ 要配慮者のいる世帯から訪問するなど優先順位を決めること 

・ 1.5 次避難、2 次避難の案内、罹災証明書の申請案内など、必要な情報の提供を

併せて行うこと 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

令和 6 年能登半島地震では、内閣府から石川県に対し、「令和 6 年能登半島地震に

おける避難所外被災者への適切な支援の実施について(依頼)」(令和6年 1月１７日付、

府政防第１０５号、内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当))」が発出さ

れました。 

石川県は、当該通知を参考に、以下の取り組みを実施しました。 

・ 被災高齢者等の見守り(在宅高齢者等の把握) 

・ 避難所以外で避難生活を送る方の情報窓口の開設 

被災高齢者等の見守り(在宅高齢者等の把握) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石川県知事記者会見資料(令和 6 年 7 月２４日) 
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被災高齢者等把握事業で把握した情報を被災者データベースに登録する流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所以外で避難生活を送る方の情報窓口の開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石川県災害対策本部員会議資料(令和 6 年 1 月 19 日) 
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被災者から情報収集するために実施した取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 2 回避難所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム資料(令和 6 年１１月２７日開催) 
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3.6.4.ユースケース②広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務 

広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務の流れは以下のとおりです。 

避難所の設置、バスの手配等は準備済の前提で、情報やデータの流れを中心に記載

しています。 

各避難所での業務や、そこで作成・連携される帳票等については、現状、紙や Excel

等で管理・運用されています。また、避難所の受付に関連するシステム例として、避難所

運営システムを記載しています。 

広域一時滞在(広域避難)における避難所運営業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 1回避難所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム、第 1回必要な機能・ユー

スケース及び業務フロー検討チーム資料(令和 6 年１０月１７日開催)より作成。 

 

(１)意向確認 

[(被災市町村)避難所担当] 

(被災市町村)避難所担当は、1 次避難所に避難している被災者を対象に、2 次避難

所への移動の意向調査を行います。 

2 次避難所への移動を希望した被災者は、(被災市町村)避難所担当に、申請を行い

ます。 

(被災市町村)避難所担当は、当該申請を基に、「広域避難者名簿」を作成し、本システ

ムに登録します。 
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(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県の場合は、被災者に紙の申請書に記載してもらい、被災市町が広域避難者名

簿をExcelファイルで作成し、都道府県又は市町村が用意する端末(ＰＣやタブレット端

末等)を用いて、当該情報と被災者データベースの基本 4 情報と名寄せを行い、登録し

ました。 

今後は、名寄せやシステムへの転記の手間の省略と正確性の担保のため、被災者が

マイナンバーカードを利用して、オンラインでの申請やタブレット端末を使った対面での

申請を行い、本システムと自動連携することが考えられます。 

 

(２)健康確認 

[(都道府県)医療・保健・福祉担当] 

(都道府県)医療・保健・福祉担当は、広域避難名簿に記載されている者に対し、健康

確認を行う場所及び日時を知らせます。 

(都道府県)医療・保健・福祉担当は、被災者に健康確認を行い、健康確認票に基づい

て、被災者に健康確認を行い、本システムの被災者情報を更新します。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県の場合は、健康確認は被災市町の窓口を借りて実施しました。 

本人確認のためマイナンバーカードも活用しました。 

健康確認票は、紙ではなく、健康確認票アプリケーションがインストールされたタブレ

ット端末を使い、(都道府県)医療・保健・福祉担当がデータを直接入力し、被災者データ

ベースと自動連携できるようにしました。 

 

(３)2 次避難所の決定 

[(都道府県)広域避難管理担当] 

(都道府県)広域避難管理担当は、被災者のニーズ(健康確認票の情報を含む。)と、そ

れに対応可能な 2 次避難所とのマッチングを行い、それぞれの被災者が移動する 2 次

避難所案を決定※7します。 

(都道府県)広域避難管理担当は、被災者に対し、2次避難所案を提示します。 

被災者は、2 次避難所案に了解したら、(都道府県)広域避難管理担当に対し、2 次避

難所への移動の申請を行います。併せて、希望する場合は、2 次避難所へ入所後の健康

相談の申請も行います。 
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(都道府県)広域避難管理担当は、申請のあった被災者について、当該被災者が移動

する予定の 2 次避難所、入所予定日及び健康相談の希望の有無を記載した「2 次避難

者名簿」を作成し、本システムに登録します。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県の場合は、被災者のニーズと 2 次避難所とのマッチング業務は旅行代理店に

委託しました。 

被災者データベースから、委託先が有するシステムに対し、マッチングに必要なデー

タを提供しました。 

 

※7 被災者は、健康状況によって、1 次避難所から福祉避難所へ移動する人もいま

す。その場合は、「2 次避難者名簿」ではなく、「福祉避難所対象名簿」を作成し、本

システムに登録します。福祉避難所に確実に移動したことを確認するため、福祉避

難所に移動した後の入退所データと照合・確認を行います。 

 

(４)2 次避難所への移動 

[(都道府県)広域避難管理担当] 

(都道府県)広域避難管理担当は、2 次避難所への移動を申請した被災者に、2 次避

難所の名所と場所、移動予定日、移動手段を通知します。被災者が移動手段としてバス

を希望している場合には、バスの手配を行い、集合場所及び日時も併せて被災者に通

知します。 

 

(５)2 次避難所への入所 

[(都道府県)広域避難管理担当] 

(都道府県)広域避難管理担当は、被災者が 2 次避難所に入所したことを確認したと

きは、「入所データ」(当該者の基本4情報及び入所日)を作成し、本システムに登録しま

す。 

(都道府県)広域避難担当は、本システムを確認し、入所予定日に入所していない被災

者が存在する場合には、当該者の連絡先に連絡し、状況を確認します。 
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(６)2 次避難所における健康相談 

[(避難先市町村)医療・保健・福祉担当] 

(避難先市町村)医療・保健・福祉担当は、被災者が 2 次避難所への移動の申請の際

に健康相談を希望していない場合でも、2 次避難所への入所後、被災者の状況変化に

よっては、電話又はオンライン(ぴったりサービスの活用も検討)による健康相談の申し

込みが想定されます。 

(避難先市町村)医療・保健・福祉担当は、健康相談の申し込みがあった場合には、健

康相談の希望日や相談内容について、本システムに登録します。 

(避難先市町村)医療・保健・福祉担当は、健康相談を希望する被災者に関する情報(1

次避難所における健康確認票や、2 次避難所入所データ、健康相談希望)を本システム

から取得し、健康相談を定期的に行います。 

(避難先市町村)医療・保健・福祉担当は、健康相談終了後、その都度、健康相談票の

情報を、PCやタブレット端末を用いて本システムに登録します。 

 

(ポイント) 

普段住み慣れた場所から、別の場所に広域避難して生活することになるため、被災者

の健康状況が変わることが多々あります。各避難所で被災者の状況を適切に把握する

ためにも、被災者の移動に併せて速やかに情報を本システムに登録することが重要で

す。健康相談票を入力するためのアプリケーションを導入するなどのシステム上の工夫

や、各避難所において入力担当者を定めるなどの運用上の工夫も必要になります。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

石川県では、マイナンバーカードやマイナポータル(ぴったりサービス)を活用し、健康

相談希望受付を行いました。 

令和6年能登半島地震の発生後、大規模な広域避難が必要であったため１．５次避難

所を開設し、2次避難所へ移動するための被災者の受付と情報管理を行いました。 

その際、健康管理情報の連携が課題となりました。 
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(７)2 次避難所からの退所 

[(避難先市町村)医療・保健・福祉担当] 

(避難先市町村)医療・保健・福祉担当は、健康相談をする中で、被災者が 2 次避難所

の退所を希望していることが判明したときは、退所予定日、移動先及び移動手段を把

握し、「退所データ」を作成して、本システムに登録し、その旨を(都道府県)広域避難管

理担当に通知します。 

[(都道府県)広域避難管理担当] 

(都道府県)広域避難管理担当は、被災者が 2 次避難所に退所したことを確認したと

きは、本システムの退所データ(退所日及び移動先)を作成し、本システムに登録します。 
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3.6.5.ユースケース③避難所以外の被災者支援 

様々な理由により、避難所に行けず在宅避難者や車中泊を行う避難者等も存在して

おり、避難生活を送る場所が多様化しています。 

避難所以外の被災者支援に当たっては、アウトリーチにより被災者の状況を把握し、

必要な支援を検討・実施する災害ケースマネジメントの取り組みが推進されています。 

 

(１)避難所外で継続的な支援が必要な被災者の把握 

[(都道府県)医療・保健・福祉担当、(被災市町村)医療・保健・福祉担当、(関係団体)相談

支援担当] 

「避難所外の被災者の避難先把握業務」で発災直後から収集した被災者の情報も活

用し、継続的な支援が必要な被災者の特定を行います。 

被災者の状況の把握に係る訪問や相談記録や支援記録の作成に当たっては、デジタ

ル技術を活用することで、業務の省力化、効率的な実施につながります。 

例えば、情報収集の際にタブレット等を用いて直接データを入力することや支援記録

をシステム上で管理することなどが想定されます。積極的なデジタル技術活用を検討し

ます。 

 

(ポイント) 

要配慮者のいる世帯から訪問するなど優先順位を決めることで、より迅速な支援に

つなげられることから、必要に応じて、避難行動要支援者名簿、個別避難計画を活用し

ます。 

罹災証明書の申請案内など、必要な情報の提供を併せて行います。 
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(２)官民が連携した見守り・相談支援 

[(都道府県)医療・保健・福祉担当、(被災市町村)医療・保健・福祉担当、(関係団体)相談

支援担当] 

被災者ごとに相談時の状況、ケース会議で決定した支援方策等を記載する支援記録

を作成し、支援状況を継続的に記録することで、一貫した支援の実施につながります。 

支援記録は、訪問や相談、支援の実施のたびに記録を追加することが想定されます

が、被災者の基本的な情報や援護の実施状況が記載されている被災者台帳との連動、

紐づけなど効果的な運用が重要です。 

官民の連携に当たっては、市町村、都道府県、民間の支援団体等、様々な主体と連携

して実施することが効率的である一方、各主体がそれぞれの職務の観点から、個別訪問

を実施している場合があります。そのため、関係部局が連携し、役割を分担することで、

重複や漏れがないよう情報連携を密に行うことが重要です。 

 

(ポイント) 

情報共有する関係者、関係者間で共有する情報、システムで扱う情報項目をあらかじ

め協議・決定しておくことが重要です。 

取り組みの一部を社会福祉協議会や NPO 等に委託することも想定されます。専門

的な知識やノウハウを有する団体等に委託することは、効率的な実施に資するもので

すが、民間では把握できない情報の収集・提供や、様々な行政権限の行使等、必要な業

務を行わなければならないことに留意します。 

 

(当時の石川県が実施した取り組み) 

令和 6 年能登半島地震では、内閣府から石川県に対し、「令和 6 年能登半島地震に

係る災害ケースマネジメント等の被災者に寄り添った支援の実施について(依頼)」(令

和 6 年 2 月２８日付、府政防第４１４号、内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難

生活担当))」が発出されました。 

石川県は、当該通知を参考に、避難所の閉所検討や応急仮設の供与段階から、 

・ 「避難所外の被災者の避難先把握業務」で発災直後から収集した被災者の情報も

活用し、継続的な支援が必要な被災者の特定 

・ 各部局や民間団体と連携した、見守り・相談や支援方針の決定、支援制度や医療・

介護などの関係支援機関の紹介 

を実施しています。 
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被災高齢者等の見守り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：石川県知事記者会見資料(令和 6 年 7 月２４日) 

被災者見守り・相談支援等事業で把握した情報を被災者データベースに登録する流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石川県災害対策本部員会議資料(令和 6 年 1 月 19 日) 

場所

広域被災者データベース
・システム

被災市町村の
応急仮設住宅

被災市町村の
みなし仮設住宅

在宅

被災市町村の
公営住宅

訪問シート
□ 世帯アセスメントシート
□ 個人アセスメントシート

<相談内容>
• 家族関係
• 経済面
• 居住（仮設/再建）関係
• 就労関係
• 介護福祉関係
• 健康・医療関係
• その他

被災市町村が保有する「基本情報」

❑住民情報
❑避難行動要支援者名簿
❑個別避難計画

• 専門職団体(士業団体、
ケアマネ協会、相談支
援専門員協会 等)

• 都道府県関係各課
• 福祉・医療機関
• 生活困窮者自立支援
機関

• 地域包括支援センター
• ハローワーク
• 社会福祉法人
• NPO法人
• ボランティア団体
• 民生委員児童委員
• 自治会
• 市町村関係各課 等

聞き取り
個人

世帯

業務 情報 連携・協力機関

必
要
に
応
じ
て
個
別
に
連
携

（
本
人
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
）

登録・更新

<避難先市町村の関係団体（医療/福祉事業者、
NPO、ボランティア等）>

※上記と同じ業務を実施

自治体の区域を越えて避難する被災者の支援

被災市町村<主体>
関係団体（医療/福祉事業
者、NPO、ボランティア等）

「基本情報」の提供
（有無を確認）

<業務内容>

1.訪問活動（電話、来所対応も含む）

① 個宅訪問し「記録メモ」を作成
② 「記録メモ」から「訪問シート」を作成
③ 「訪問シート」のデータ化（システム入力）

2.判定会議

・「訪問シート」に基づき、「分類判定」を実施

3.ケース会議

・継続的な支援が必要なケースについて、
「連携・協力機関」を交えて、対応を協議

避難先市町村の
みなし仮設住宅
公営住宅等
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3.6.6.ユースケース④あらかじめ想定できないが発災後必要となった業務 

広域災害発生後には、あらかじめ想定できないが、被災者支援のために必要な業務

が発生します。その際、本システムを活用することによって、効率的かつ効果的に実行

することが可能となる場合があります。 

そのようなユースケースにおいて、支援を受ける被災者や現場で対応する職員が個

人情報保護の関係やデータの取扱い等で戸惑うことなく安心してシステムを利用でき

るように、特に必要な事項について記載します。 

 

(１)取り組みの整理 

[(都道府県)導入主担当] 

(都道府県)導入主担当は、必要に応じてプロジェクトチームや検討会を開催し、あら

かじめ想定できなかった状況や課題を整理し、何のために、何を行うのか、本システム

をどう活用するのかなど、取り組みの目的や概要を協議し、取り組みの詳細を業務フロ

ーの作成を通じて整理していきます。 

 

(ポイント) 

関係者が多くなることが想定されるため、共通理解を醸成することが重要です。 

 

(２)データフローの整理 

[(都道府県)システム担当] 

(都道府県)システム担当は、関係者(市町村システム担当や関係団体システム担当

等)と協議して、取り組みに当たって業務上必要な情報を整理します。 

業務上必要な情報を整理したら、その情報は、本システムに記録されているデータか

ら取得できるものか、他機関に存在しているデータなのか、被災者から取得するデータ

なのか、業務フローを参照しながら、データフローを整理します。 

本システムに記録されていないデータ項目である場合や、データ項目に修正が必要

な場合には、事業者に指示し、データ項目及び他システムとのデータ連携の追加・修正・

削除を行います。 

データ項目について追加・修正・削除を行った場合には、それに応じて、アカウントの

権限範囲を追加・修正・削除を行います。 

その後の手続きは、「3.5.3.システム利用者登録(アカウントの付与)」～「3.5.5.被災

者への周知」を参照してください。 
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(３)個人情報の取扱いの確認 

[(都道府県)法務担当] 

(都道府県)法務担当は、関係者(市町村法務担当等)と協議をして、取り組みの目的、

業務フローやデータフローを踏まえ、個人情報保護上の課題と対応策を整理します。 

対応策としては、①情報の連携を行うための手続きの整理と、②適切な情報管理方

法の策定を行います。 

 

①情報の連携を行うための手続きの整理 

(ａ)受け渡しに関する根拠規定の整理 

被災者支援に当たり必要な個人情報の取得、利用・提供を可能とするための根拠と

なる法律や規定を整理します。この際、必要に応じて、内閣府(防災担当)や個人情報保

護委員会へ相談し、助言を得ながら行うことも考えられます(弁護士等有識者から助言

を受けることも考えられます)。 

これによって、個人情報の取扱いに当たって生じ得る課題と、その対応を洗い出すこ

とができます。 

また、被災者支援に携わる関係者が、個人情報の受け渡しを行う際の判断を適切に

行えるよう、根拠規定を周知するとともに、共通認識を醸成します。 

 

(ｂ)個人情報の授受に関する手続き 

被災者台帳の情報は、他の地方公共団体から台帳情報の提供の申請があった場合、

当該地方公共団体が行う被災者の援護に必要な限度で、本人の同意なく、当該地方公

共団体に台帳情報を提供することができます(災害対策基本法第９０条の 4 第 1 項第

3 号、災害対策基本法施行規則第 8条の6)。 

これにより、氏名、電話番号等の被災者に係る台帳情報を、都道府県や被災者を受け

入れる都道府県内外の市町村に提供することができ、広域避難者の把握や支援に活用

できます。 

 

(ｃ)提供範囲を想定した手続き 

個人情報の提供先として想定される関係団体と協定、委託契約等を締結します(あら

かじめ受援計画等に位置付けられていることが望ましいです)。 
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(ｄ)アクセス範囲の設定 

個人情報への不要なアクセスを防ぐために、どの業務で、誰が、どの情報にアクセス

する必要があるかを明らかにします。 

 

②適切な情報管理方法の策定 

(ｅ)情報管理(保護措置) 

都道府県及び市町村は個人情報保護法第６６条第 1 項に基づき、保有個人情報につ

いて安全管理措置を講じなければなりません。また、都道府県又は市町村が個人情報

の取扱いを委託する場合、委託先は同条第 2 項第 1 号に基づき、安全管理措置を講じ

なければならず、都道府県及び市町村は当該委託先の監督を行わなければなりません。 

本ユースケースにおいても、本システムの導入に当たって事前に策定した個人情報保

護基本方針、セキュリティポリシー、個人情報ファイル簿に不足等がないかを確認し、追

加・修正・削除が必要な場合には、改訂を行ってください。その場合、職員に対しても周

知を図る必要があります。 
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(ポイント) 

個人情報保護上の課題と対応策を検討するに当たっては、以下の内容を参考に整理

してください。 

個人情報保護上の課題と対応策を検討するために整理するポイント 

整理すべきポイント 内容 

個人情報を取り扱うのは誰か 個人情報を取り扱う主体を明らかにする 

どのような情報を取り扱うのか 取り扱う個人情報にどのような情報が含まれるの

か明らかにする(要配慮個人情報、マイナンバーな

ど) 

個人情報をどのように取り扱う

のか 

取得、保存、提供、削除・廃棄のいずれに相当する

のか明らかにする 

どのような目的で個人情報を取

り扱うのか 

個人情報の利用目的を明らかにする 

誰から取得するのか 

／誰に提供するのか 

個人情報を提供する相手を明らかにする 

いつ取り扱うのか 個人情報を取り扱う(取得、保存、提供、削除・廃棄

する)のはどのタイミングなのかを明らかにする 

どの媒体で取り扱うのか 個人情報を保存する媒体は何かを明らかにする 
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(当時の石川県が実施した取り組み) 

・安否不明者の情報共有 

令和6年奥能登豪雨が発生した際、発災時の安否不明者の居所等の情報を共有し救

助を円滑に行うため、既に公表されている安否不明者の基本 4 情報及び安否状況をシ

ステムに登録しました。 

安否不明者の情報の取扱いとしては、既に公表された個人であっても特定の個人を

識別することができる場合には個人情報保護法第 2 条第 1 項に基づき個人情報に該

当すると判断し、県職員及び県支援職員のみの共有に留めました。 

また、孤立集落を把握するため、世帯の住所がプロットされた地図情報を共有する場

合も、同条に基づき個人情報に該当すると判断し、県職員及び県支援職員のみに共有

しました。 

 

・死者情報の情報共有 

県や市町が被災者支援や給付金制度の案内等を円滑に行うに当たり、被災者の死亡

状況を把握し事務負担の軽減等を図ることを目的として、死者情報の登録及び利用を

行う必要がありました。 

個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に

関する情報については保護の対象とはしていません。ただし、死者に関する情報が、同

時に生存する遺族などに関する情報である場合(例：死者の家族関係に関する情報は、

死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がありま

す。)には、その遺族などに関する「個人情報」に該当するとしています(個人情報保護委

員会事務局「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向

け)」令和4年2月(令和6 年１２月一部改正))。 

そのため、死者情報についても個人情報と同様の取扱いとし、適切な取扱いの上で

支援に活用しました。 

 

[(市町村)法務担当、(関係団体)法務担当] 

(市町村)法務担当、(関係団体)法務担当は、(都道府県)法務担当が定めた個人情報

保護の取扱い方針を踏まえ、(都道府県)法務担当の協力を得て、個人情報保護上の課

題と対応策(①情報の連携を行うための手続きの整理と、②適切な情報管理方法の策

定)を検討します。 
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3.7.広域被災者データベース・システムの停止 

3.7.1.利用状況の評価を踏まえた運用の停止の決定 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、定期的に、本システムの利用状況を確認・評価します。 

(都道府県)システム担当は、本システムの利用状況を踏まえ、「3.2.3.本システムを

起動する前にあらかじめ決めておくべき事項」で定めた「システム停止の基準」に該当す

ることが見込まれる場合は、(都道府県)導入主担当と、システム運用停止に向けた協議

をします。 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、(都道府県)システム担当と協議し、システム運用停止に向

けた調整を開始することを、プロジェクトチーム及び関係者(市町村、関係団体)に通知

します。 

[(市町村)システム担当、(関係団体)システム担当](ユースケース共通) 

(市町村)システム担当、(関係団体)システム担当は、(都道府県)導入主担当からの通

知を受けて、システムの運用停止が可能な状況であるかを確認するとともに、(都道府

県)システム担当の協力を得て、停止後も被災者支援や情報共有の手段が確保できて

いることを確認します。 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、プロジェクトチームに対し、システムの運用停止が可能な

状況であるかを確認するとともに、停止後も被災者支援や情報共有の手段が確保でき

ているかを確認します。 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、運用停止に向けた取り組み状況を(都道府県)導入主担

当に報告します。 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、(都道府県)システム担当からの報告を踏まえ、「システム

の停止の基準」に基づき、システム運用停止及びシステム運用停止日を決定します。 

 

(理由) 

本システムの運用を停止する際には、被災者支援や情報共有が継続できる体制が確

保されていることを確認し、関係者と協議の上、適切な判断を行う必要があるため。 
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(ポイント) 

本システムは、市町村ごとに停止することができます。停止に当たっては、市町村や

関係団体の状況を個別に確認します。停止後の支援・情報共有手段が十分に確保され

るように調整を進めます。 
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3.7.2.運用停止の周知 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、システム運用停止の決定について、プロジェクトチーム及

び関係者(市町村、関係団体)に対し、システム運用の停止に関する通知を発出します。

本通知には、運用停止の旨、運用停止の理由、停止予定日を明記します。 

(都道府県)導入主担当は、上記通知を発出後、被災者に対して、本システムの停止

(都道府県による被災者支援における被災者情報の利用停止)を周知します。周知方法

としては、チラシや広報紙、Webサイトなどの媒体を活用します。 

 

(理由) 

本システムの運営の透明性を高め、被災者の不安を除くために実施します。 

 

(ポイント) 

都道府県はシステム運用の停止に関して、関係者には通知を送り、被災者に対して、

チラシや広報紙、Web サイトなどを通じて周知します。同時に、これにより支援が停止

するものではない点も周知します。 
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3.7.3.システムの運用停止 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、システム運用停止日に、システムの運用の停止措置を行

います。 

具体的には、利用者に付与していたアカウントを無効とします。 

ただし、データの引き継ぎを行うため、(都道府県)システム担当のアカウントは、引き

継ぎが終了するまで無効としません。 

(都道府県)システム担当は、システムの運用を停止後、速やかに、プロジェクトチーム

及び関係者(市町村、関係団体)に、その旨を通知します。 
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3.7.4.データの引き継ぎ 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、データを市町村へ引き継ぐ前に、(都道府県)システム担

当の協力を得て、「災害の記録(実施した対応や課題)」を作成し、統計データの保存や

平時の災害対策の学習に活用できるようにします。 

[(都道府県)導入主担当・システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当・システム担当は、システムの運用停止後速やかに市町村へデ

ータを適切に引き継ぐため、システム運用停止前までに、(市町村)導入主担当・システ

ム担当とデータの引き継ぎ方針について協議します。 

具体的には、①引き継ぎ対象となるデータの特定、②引き継ぎ方法、③引き継ぎ時期、

について協議します。 

[(都道府県)システム担当](ユースケース共通) 

(都道府県)システム担当は、引き継ぎ方針について合意した場合、引き継ぎ方針に

基づき、本システムから必要なデータを抽出し、(市町村)システム担当に提供します。 

[(市町村)システム担当](ユースケース共通) 

(市町村)システム担当は、提供されたデータを引き継いで、適切に管理します。被災

者台帳に取り込み、引き続き被災者支援のデータを加えていきます。 

[(都道府県)導入主担当](ユースケース共通) 

(都道府県)導入主担当は、(都道府県)システム担当の協力を得て、文書管理規則に

基づき、データを保管します。文書保存年限経過後は、規則に基づき、データを適切な

方法で破棄し、個人情報ファイル簿の公表を終了します。 

 

(理由) 

災害時の対応記録や被災者情報を適切に管理し、必要な支援を継続するに当たり、

都道府県と市町村が円滑に情報を引き継ぎ、システム停止後も支援業務が滞らないよ

う体制を整えることが重要であるため。 

 

(ポイント) 

都道府県と市町村は、データの引き継ぎ時期を協議し、提供対象となるデータを整理

します。次に、本システムから必要なデータを抽出し、市町村の被災者台帳に確実に取

り込めるよう準備を行います。併せて、都道府県は災害対応の記録を作成し、統計デー
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タの保存や今後の災害対策の学習に活用します。引き継ぎ完了後は、紙媒体・電子デー

タを適切に破棄し、データ削除の記録を行い、個人情報ファイル簿の公表を終了します。 
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参考資料 

導入手順書の作成に係る検討体制 

広域災害において切れ目のないきめ細やかな被災者支援を展開するための広域被

災者データベース・システムの開発を含めたソリューションを構築するため、以下のとお

り、多様な関係者で構成する検討体制「広域被災者データベース・システム構築検討ワ

ーキンググループ」(以下、「システム構築検討ワーキンググループ」という。)及び「避難

所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム」(以下、「検証チーム」という。)並びに

「必要な機能・ユースケース及び業務フロー検討チーム」(以下、「検討チーム」という。)

を開催し、具体の検討を行いました。 

検討体制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第 1 回避難所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム、必要な機能・ユースケー

ス及び業務フロー検討チーム資料(令和 6 年１０月１７日開催) 

 

・業務フロー、開発方針、
成果物、       の作成
・PM、PL、     への     

１．ToBe業務フロー、開発方針のレビュー
２．成果物のレビュー

広域被災者DB・システム構築検討WG

・検証チーム、検討チーム起案内容の協議・合意形成
・成果物（仕様書等）の取りまとめ

必要な機能・ユースケース及び業務フロー検討チーム避難所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム

1.現状 実態の調査のレビュー
2.現場実証の検証のレビュー

システム開発

構成員

デロイト

＜PMO事務局役割分担＞

• ToBe業務フロー
• 開発方針

＜検証（共有）＞
• 課題管理表
• 現場要求事項

＜実証（共有）＞
• 業務改善     

＜起案＞
• 仕様書（業務フロー等含む）
• 導入手順書
• 個人情報の取り扱い（事例として整理）

＜起案＞
• 広域災害時における課題
• 現場ニーズ

1.仕様書への落とし込み
必要な機能・業務フロー検討
2.導入手順書への落とし込み

システム運用、       ・       検討
3．個人情報の共有範囲、取扱対応の明確化
情報を取り扱う主体、情報の流れ、
個人情報の利用目的 等

構成員

1.現状 実態の調査
避難所運営業務に関する調査・検証
避難所外避難に関する調査・検証
2.現場実証の検証
業務フロー検証（KPI測定）

PM・PL・メンバー ・内容の確認、修正指示

・実施内容・スケジュールの作成
・PM、PL、メンバーへのレビュー

デロイト

＜PMO事務局役割分担＞

PM・PL・メンバー ・内容の確認、修正指示

PM・PL・メンバー 1.プロトタイプの開発・現場投入
・開発方針を受けたプロトタイプ開発・導入
2.プロトタイプの改修

・現場要求事項（現場の声）を開発に反映
・業務改善の状況を記録デロイト・Palantir ・開発内容、スケジュールの作成

・PM、PL、メンバーへのレビュー
・プロトタイプの開発、PM、PL、メンバーへのレビュー

・内容の確認、修正指示
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システム構築検討ワーキンググループ構成員名簿(令和7年3 月１７日時点) 

【委員】 

◎ 森本 章治 金沢大学 総括・大学改革・教育・情報担当 理事／副学長 

 丹  康雄 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 副学長(石川県デ

ジタル化推進アドバイザー) 

 菅野 拓 大阪公立大学大学院 文学研究科 准教授 

 臼田 裕一郎 防災DX官民共創協議会 理事長 

 高田 佳紀 防災DX官民共創協議会 検討部会統括 

 岡本 正 銀座パートナーズ法律事務所 弁護士 

 浦上 哲朗 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局 参事官 

 松本 真太郎 内閣府(防災担当) 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官 

(防災デジタル・物資支援担当) 参事官 

 根本 深 デジタル庁 国民向けサービスグループ防災班 企画官 

 吉屋 拓之 個人情報保護委員会事務局 参事官 

 百瀬 昌幸 地方公共団体情報システム機構 ICT イノベーションセンター 

研究開発部 担当課長 

 武藤 俊一 一般財団法人全国地域情報化推進協会 企画部 部長 

 行司 高博 公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構 研究戦略セ

ンター研究調査部長 

 明城 徹也 特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワー

ク 事務局長 

 北澤 克樹 Palantir Technologies Japan デプロイメント・ストラテジスト 

 田中 誉幸 東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部地域基

盤ビジネス部公共ビジネス推進グループ 担当課長 

 濱本 佳子 東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部地域基

盤ビジネス部公共ビジネス推進グループ 担当課長 

 糸賀 宏平 東京都総務局 総合防災部 防災企画調整担当課長 

 倉嶋 崇嗣 東京都総務局 総合防災部 情報統括担当課長 
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 藤井 淳 東京都デジタルサービス局 総務部 企画調整担当課長 

 尾作 勝弥 一般財団法人GovTech東京 DX協働本部都政DXグルー

プ エキスパート 
 宮寺 通寿 神奈川県 デジタル戦略本部室 デジタル戦略担当課長 

 山本 武史 神奈川県 危機管理防災課 防災企画担当課長 

 江口 清貴 神奈川県 CIO(情報統括責任者)兼CDO(データ統括責任者) 

 田澤 清孝 岩手県 復興防災部復興危機管理室 総括危機管理監 

 山崎 重信 岩手県 復興防災部復興くらし再建課 被災者生活再建課長 

 高木 和久 徳島県 危機管理部防災対策推進課事前復興室 室長 

 林  耕治 徳島県 企画総務部情報政策課 課長 

 橋本 崇 宮城県 企画部デジタルみやぎ推進課 課長 

 三浦 文浩 宮城県 復興・危機管理部復興・危機管理総務課 課長 

 磯部 孝志 七尾市 市民生活部防災交通課 課長 

 山吹 允 輪島市 復興推進課 係長 

 加賀 真樹 珠洲市 DX推進室 室長 

 山守 雄太 志賀町 環境安全課 主任 

 黒田 篤史 穴水町 復旧復興対策室 室長 

 道下 政利 能登町 総務課危機管理室 室長 

 成瀬 英之 石川県 総務部デジタル推進監室 デジタル推進監 

 素都 明子 石川県 総務部知事室戦略広報課 課長 

 宮本 祐一朗 石川県 総務部総務課行政情報サービスセンター 所長 

 大野 昌人 石川県 危機管理監室危機対策課 課参事 

 東崎 秀行 石川県 能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 課長 

 蟹由 宗臣 石川県 健康福祉部厚生政策課 課長 

 鈴見 昌代 石川県 生活環境部女性活躍県民協働課 課参事 

 表  俊博 石川県 土木部建築住宅課 担当課長 

(◎座長、敬称略、順不同) 
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【意見聴取】 

 萩行 正嗣 AI 防災協議会 常務理事 

 福島 直央 AI 防災協議会 理事 

 米倉 隆介 AI 防災協議会 事務局次長 

 岩田 祐治 AI 防災協議会 事務局員 

 島崎 ゆきお 金沢市 デジタル行政戦略課 課長 

 村中 肇 小松市 スマートシティ推進課 課長 

 吉浦 英一 小松市 危機管理課 課長 

 岩城 秀雄 加賀市 行政デジタル課 課長 

 坂野 修 加賀市 危機対策課 課長 

 森田 庸介 羽咋市 総務部デジタル推進室 室長 

 松原 望 かほく市 情報推進課 課長 

 北村 光志 白山市 DX推進総合調整室 室次長(課長) 

 嶋崎 祐範 能美市 デジタル推進課 課長 

 押田 克夫 野々市市 総務課 課長 

 木戸口 浩士 野々市市 企画財政課 課長 

 原田 勇太 川北町 総務課 課長補佐 

 金尾 誠 津幡町 総務部企画課 担当課長兼デジタル化推進室長 

 山田 卓矢 内灘町 総務課 課長 

 藤井 博樹 宝達志水町 環境安全課 課長 

 坂井 賢 宝達志水町 企画情報課 課長 

 横井 正之 中能登町 総務課 課長 

(敬称略、順不同) 
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検証チーム構成員名簿(令和 7年 1月２１日時点) 

【委員】 

◎ 森本 章治 金沢大学 総括・大学改革・教育・情報担当 理事／副学長 

 丹  康雄 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 副学長(石川県デ

ジタル化推進アドバイザー) 

 菅野 拓 大阪公立大学大学院 文学研究科 准教授 

 吉田 直樹 防災DX官民共創協議会 課題特定部会長 

 行司 高博 防災DX官民共創協議会 自治体部会長 

公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構 研究戦略セ

ンター研究調査部長 

 岡本 正 銀座パートナーズ法律事務所 弁護士 

 藤原 優 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局 参事官補佐 

 山田 寛 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局 参事官補佐 

 三浦 紘平 内閣府(防災担当) 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防

災デジタル・物資支援担当)参事官補佐 

 長谷川 道裕 内閣府(防災担当) 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官 

(防災デジタル・物資支援担当)政策調査員 

 河野 友佑 デジタル庁 国民向けサービスグループ防災班 参事官補佐 

 小松 侑司 個人情報保護委員会事務局 参事官補佐 

 百瀬 昌幸 地方公共団体情報システム機構 ICT イノベーションセンター  

研究開発部担当課長 

 北澤 克樹 Palantir Technologies Japan デプロイメント・ストラテジスト 

 井澤 広太 東京都総務局 総合防災部防災管理課 企画調整担当統括課長代理 

 関口 貴行 東京都総務局 総合防災部防災計画課 避難所運営担当統括

課長代理 

 後藤 健太 東京都デジタルサービス局 総務部企画計理課 調整担当統括

課長代理 



 

99 

 尾作 勝弥 一般財団法人GovTech東京 DX協働本部都政DXグルー

プ エキスパート 

 小畑 祐介 神奈川県 デジタル戦略本部室データ連携推進グループ 主事 

 多田 真紀子 神奈川県 デジタル戦略本部室データ連携推進グループ  

グループリーダー 

 間宮 誠次 神奈川県 危機管理防災課情報通信グループ グループリーダー 

 金子 玄 神奈川県 危機管理防災課応急対策グループ グループリーダー 

 千野 勇生 神奈川県 危機管理防災課企画グループ グループリーダー 

 鈴木 康平 岩手県 復興防災部復興危機管理室 主事 

 高橋 悟 岩手県 ふるさと振興部科学・情報政策室 DX推進専門官 

 植田 健士 徳島県 危機管理部防災対策推進課事前復興室 係長 

 熊谷 大樹 宮城県 企画部デジタルみやぎ推進課 課長補佐(班長) 

 髙野 洋平 宮城県 復興・危機管理部復興・危機管理総務課 企画員(班長) 

 室島 耕祐 七尾市 市民生活部防災交通課 主任 

 橋田 伸幸 輪島市 生涯学習課 主事 

 古矢 孝之 珠洲市 危機管理室 主幹兼係長 

 小谷内 太士 志賀町 デジタル情報課 主査 

 池上 巨倫 穴水町 環境安全課 係長 

 橋本 恵理 穴水町 住民福祉課 係長 

 山本 秀明 能登町 総務課危機管理室 主幹 

 朝川 千春 能登町 復興推進課 係長 

 谷場 優 石川県 総務部デジタル推進監室 専門員 

 北井 颯人 石川県 危機管理監室危機対策課 主事 

 小畠 晃 石川県 能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 専門員 

 長野 慎也 石川県 能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 主事 

 原  千春 石川県 健康福祉部長寿社会課 課長補佐 
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 辻野 賢司 石川県 健康福祉部長寿社会課 課長補佐 

 竹島 ゆり 石川県 健康福祉部健康推進課 課長補佐 

 西出 恵里 石川県 健康福祉部健康推進課 課長補佐 

 青山 史華 石川県 健康福祉部健康推進課 技師 

 小林 匡 石川県 健康福祉部企画調整室 室次長 

 坂井 康二 石川県 健康福祉部企画調整室 課長補佐 

 大脇 真美 石川県 健康福祉部企画調整室 主事 

 中田 淳 石川県 健康福祉部厚生政策課 主幹 

 篠川 成美 石川県 健康福祉部厚生政策課 主任主事 

 森 柚子 石川県 健康福祉部厚生政策課 主事 

 白瀬 美和子 石川県 健康福祉部障害保健福祉課 課参事 

 鈴見 昌代 石川県 生活環境部女性活躍県民協働課 課参事 

 西山 健登 石川県 土木部建築住宅課 主任主事 

(◎座長、敬称略、順不同) 
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【意見聴取】 

 萩行 正嗣 AI 防災協議会 常務理事 

 福島 直央 AI 防災協議会 理事 

 米倉 隆介 AI 防災協議会 事務局次長 

 岩田 祐治 AI 防災協議会 事務局員 

 武藤 俊一 一般財団法人全国地域情報化推進協会 企画部 部長 

 北野 大介 金沢市 デジタル行政戦略課 担当課長兼課長補佐 

 三柳 渉 金沢市 危機管理課 担当課長兼課長補佐 

 隅山 彰久 小松市 スマートシティ推進課 事務員 

 井家 康貴 小松市 危機管理課 主幹 

 生水 敬一朗 加賀市 行政デジタル課 主査 

 田中 鉄平 加賀市 危機対策課 主事 

 中村 茂樹 羽咋市 産業建設部環境安全課 主幹 

 南  博文 かほく市 防災環境対策課 課長補佐 

 成岡 裕一 白山市 危機管理課 主査 

 南山 侑希 白山市 DX推進総合調整室 主査 

 小山 豊晴 能美市 デジタル推進課 課長補佐 

 中川 晃希 能美市 総務部危機管理課 主事 

 中山 博貴 野々市市 総務課 係長 

 原田 勇太 川北町 総務課 課長補佐 

 榊原 健吾 津幡町 総務部総務課 危機管理対策室係長 

 組村 和也 内灘町 総務課 課長補佐 

 網  尚裕 宝達志水町 環境安全課 主幹 

 川端 聖 宝達志水町 企画情報課 主任 

 敞田 洋介 中能登町 総務課 主査 

(敬称略、順不同) 
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検討チーム構成員名簿(令和 7年3 月4 日時点) 

【委員】 

◎ 森本 章治 金沢大学 総括・大学改革・教育・情報担当 理事／副学長 

 丹  康雄 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 副学長(石川県デ

ジタル化推進アドバイザー) 

 菅野 拓 大阪公立大学大学院 文学研究科 准教授 

 堀越 満 防災DX官民共創協議会 基盤形成部会長 

 高田 佳紀 防災DX官民共創協議会 市場形成部会長 

 岡本 正 銀座パートナーズ法律事務所 弁護士 

 藤原 優 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局 参事官補佐 

 山田 寛 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局 参事官補佐 

 三浦 紘平 内閣府(防災担当) 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防

災デジタル・物資支援担当)参事官補佐 

 長谷川 道裕 内閣府(防災担当) 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官 

(防災デジタル・物資支援担当)政策調査員 

 河野 友佑 デジタル庁 国民向けサービスグループ防災班 参事官補佐 

 小松 侑司 個人情報保護委員会事務局 参事官補佐 

 百瀬 昌幸 地方公共団体情報システム機構 ICT イノベーションセンター  

研究開発部担当課長 

 行司 高博 公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構 研究戦略セ

ンター研究調査部長 

 北澤 克樹 Palantir Technologies Japan デプロイメント・ストラテジスト 

 安永 和処 東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部地域基

盤ビジネス部公共ビジネス推進グループ 社員 

 西垣 宏之 東日本電信電話株式会社 ビジネスイノベーション本部地域基

盤ビジネス部公共ビジネス推進グループ 社員 

 亀山 翔 東京都総務局 総合防災部防災管理課 復興企画担当課長代理 

 柏  大輔 東京都総務局 総合防災部防災通信課 防災設備担当統括課長代理 
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 後藤 健太 東京都デジタルサービス局 総務部企画計理課 調整担当統括

課長代理 

 杉井 正克 一般財団法人GovTech東京 DX協働本部都政DXグルー

プ シニアエキスパート 

 小畑 祐介 神奈川県 デジタル戦略本部室データ連携推進グループ 主事 

 白木 遥菜 神奈川県 デジタル戦略本部室データ連携推進グループ 主事 

 多田 真紀子 神奈川県 デジタル戦略本部室データ連携推進グループ  

グループリーダー 

 鈴木 康平 岩手県 復興防災部復興危機管理室 主事 

 高橋 悟 岩手県 ふるさと振興部科学・情報政策室 DX推進専門官 

 藤岡 由紀子 徳島県 企画総務部情報政策課 係長 

 熊谷 大樹 宮城県 企画部デジタルみやぎ推進課 課長補佐(班長) 

 髙野 洋平 宮城県 復興・危機管理部復興・危機管理総務課 企画員(班長) 

 寺井 信二 七尾市 企画振興部企画政策課デジタル戦略室 主幹 

 山吹 允 輪島市 復興推進課 係長 

 南  誠 珠洲市 DX推進室 専門員 

 山守 雄太 志賀町 環境安全課 主任 

 川崎 優子 穴水町 総務課 課長補佐 

 山下 悠真 穴水町 総務課 主事 

 池上 巨倫 穴水町 環境安全課 係長 

 坂本 賢太郎 能登町 総務課DX推進室 室長 

 谷場 優 石川県 総務部デジタル推進監室 専門員 

 川通 翔 石川県 総務部知事室戦略広報課 専門員 

 森田 幸司 石川県 総務部総務課行政情報サービスセンター 課参事 

 北井 颯人 石川県 危機管理監室危機対策課 主事 
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 小畠 晃 石川県 能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 専門員 

 長野 慎也 石川県 能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 主事 

 原  千春 石川県 健康福祉部長寿社会課 課長補佐 

 辻野 賢司 石川県 健康福祉部長寿社会課 課長補佐 

 竹島 ゆり 石川県 健康福祉部健康推進課 課長補佐 

 西出 恵里 石川県 健康福祉部健康推進課 課長補佐 

 青山 史華 石川県 健康福祉部健康推進課 技師 

 小林 匡 石川県 健康福祉部企画調整室 室次長 

 坂井 康二 石川県 健康福祉部企画調整室 課長補佐 

 大脇 真美 石川県 健康福祉部企画調整室 主事 

 中田 淳 石川県 健康福祉部厚生政策課 主幹 

 篠川 成美 石川県 健康福祉部厚生政策課 主任主事 

 森  柚子 石川県 健康福祉部厚生政策課 主事 

 白瀬 美和子 石川県 健康福祉部障害保健福祉課 課参事 

 近藤 隆裕 石川県 土木部建築住宅課 主幹 

(◎座長、敬称略、順不同) 
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【意見聴取】 

 萩行 正嗣 AI 防災協議会 常務理事 

 福島 直央 AI 防災協議会 理事 

 米倉 隆介 AI 防災協議会 事務局次長 

 岩田 祐治 AI 防災協議会 事務局員 

 武藤 俊一 一般財団法人全国地域情報化推進協会 企画部 部長 

 北野 大介 金沢市 デジタル行政戦略課 担当課長兼課長補佐 

 三柳 渉 金沢市 危機管理課 担当課長兼課長補佐 

 隅山 彰久 小松市 スマートシティ推進課 事務員 

 井家 康貴 小松市 危機管理課 主幹 

 生水 敬一朗 加賀市 行政デジタル課 主査 

 田中 鉄平 加賀市 危機対策課 主事 

 小倉 武久 羽咋市 産業建設部環境安全課 補佐 

 表  星太朗 かほく市 情報推進課 主事 

 成岡 裕一 白山市 危機管理課 主査 

 南山 侑希 白山市 DX推進総合調整室 主査 

 中西 徹郎 能美市 デジタル推進課 課長補佐 

 伊藤 彬宏 能美市 総務部危機管理課 主事 

 池田 雅志 野々市市 企画財政課 主査 

 原田 勇太 川北町 総務課 課長補佐 

 上谷 武 津幡町 総務部企画課デジタル化推進室 係長 

 長田 英樹 内灘町 総務課 総括主査 

 網 尚裕 宝達志水町 環境安全課 主幹 

 川端 聖 宝達志水町 企画情報課 主任 

 宮川 武志 中能登町 総務課 課長補佐 

(敬称略、順不同) 
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開催状況(期間：令和6 年9 月5 日から令和7年3 月１７日) 

開催日 会議及び主な議事 

令和 6 年 9 月 5 日 第 1回システム構築検討ワーキンググループ 

 システム開発・運用に係る論点整理 

令和 6 年１０月１７日 第 1回検証チーム、第 1回検討チーム(合同開催) 

 令和 6 年奥能登豪雨への対応の共有、広域避難者対策に係るロ

ールプレイング 

令和 6 年１０月２３日 第 2 回システム構築検討ワーキンググループ 

 応急的に構築したシステムのデモンストレーション 

令和 6 年１１月１２日 ワークショップ 

 システム立ち上げまでのフローの整理 

令和 6 年１１月１９日 第 2 回検討チーム 

 システムの運用ロードマップの全体像 

令和 6 年１１月２７日 第 2 回検証チーム 

 業務に必要な情報の整理、個人情報の取扱い 

令和 6 年１２月１７日 ワークショップ 

 「避難者の健康管理」業務に必要な情報の整理 

令和 6 年１２月２４日 ワークショップ 

 「被災者見守り・相談支援」業務に必要な情報の整理 

令和 7 年 1 月１４日 第 3 回検証チーム、第 3 回検討チーム(合同開催) 

 標準仕様書、導入手順書の構成 

令和 7 年 1 月２１日 第 4 回検証チーム、第 4 回検討チーム(合同開催) 

 標準仕様書、導入手順書の骨子 

令和 7 年 1 月３１日 第 3 回システム構築検討ワーキンググループ 

 導入手順書の骨子、システムの運用期間及び起動の考え方 

令和 7 年 2 月２５日 第 5 回検討チーム 

 個人情報の共有の範囲、システム停止の基準の整理、システムの運

用コスト 

令和 7 年 3 月 4 日 第 6 回検討チーム 

 標準仕様書、導入手順書、広域避難に係るに要配慮者支援に必要

な情報に関する調査 

令和 7 年 3 月１７日 第 4 回システム構築検討ワーキンググループ 

 構築したシステムの機能及びデモ、標準仕様書、導入手順書 

※以下、石川県デジタル推進監室 Web サイトに会議資料、議事録を公開 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/wide-

area_disaster_victim_detabase_system_working-group.html 
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様式等(作成例) 

(１)被災者台帳情報提供依頼文書例(地方公共団体) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府(防災担当)「被災者台帳の作成等に関する実務指針」平成２９年 3 月 
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(２)被災者台帳情報提供依頼文書例(NPO・民間等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府(防災担当)「被災者台帳の作成等に関する実務指針」平成２９年 3 月 
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(３)被災者の情報に要配慮個人情報が含まれることを想定した利用目的の記載例 

 

(行政機関が使用する調査票) 

【期間】【支援内容】を行う目的に利用します。また、【支援内容】を実施するに当た

り、内部での情報共有や【提供先】等へ情報提供を行う場合があります。 

 

(例) 避難所供与期間における今後の避難生活での訪問・見守り、支援物資の提供、

支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を行う目的に利用します。ま

た、訪問・見守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等

の支援を実施するに当たり、××市内部での情報共有や日本赤十字等医療関係

者、社会福祉協議会等福祉関係者、ＮＰＯ等民間支援団体、民生委員・児童委員、

町内会・自治会長等へ情報提供を行う場合があります。 

 

【同意の取得】 

上記【情報の利用目的】のとおり情報を取り扱うことについて 

□同意する  □同意しない 

※個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報

を取得してはならないとされている(個人情報保護法第２０条第 2 項)。地方公共団体が

NPO 等の民間支援団体に提供する情報に要配慮個人情報が含まれる場合、提供先の民

間支援団体が要配慮個人情報を取得することとなるため、地方公共団体が個人情報を取

得する際に同意欄を設け、提供先の民間支援団体による要配慮個人情報の取得を伴う地

方公共団体から当該民間支援団体への情報提供について同意を取得しておくことが考え

られる。 

 

資料：内閣府(防災担当)「避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会

とりまとめ」令和6年6月 
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(４)NPO 等の民間団体が使用する場合の調査票の記載例 

 

(ＮＰＯ等の民間団体が使用する調査票) 

【期間】【支援内容】を行う目的に利用します。また、【支援内容】を行うため【地方公

共団体】へ情報提供を行う場合があります。なお、【地方公共団体】において、【支援内

容】を行うため、その際、【提供先】に本情報を提供する場合があります。 

 

(例) 避難所供与期間における今後の避難生活での訪問・見守り、支援物資の提供、

支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を行う目的に利用します。ま

た、訪問・見守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等

の支援を実施するため地方公共団体への情報提供を行います。なお、地方公共

団体において、訪問・見守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティ

アの紹介等の支援を実施するため、××市内部での情報共有や日本赤十字等医

療関係者、社会福祉協議会等福祉関係者、他のＮＰＯ等民間支援団体、民生委員・

児童委員、町内会・自治会長等へ情報提供を行う場合があります。 

 

【同意の取得】 

上記【情報の利用目的】のとおり情報を取り扱うことについて 

□同意する  □同意しない 

※個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報

を取得し、又は個人データを第三者に提供してはならないとされている(個人情報保護法

第２０条第 2 項、第２７条第 1 項)。そのため、NPO 等の民間の支援団体が要配慮個人情

報を取得し、又は地方公共団体への情報提供を行う場合は、同意欄を設け、同意を取得す

る必要がある。また、提供する情報に要配慮個人情報が含まれる場合、提供先の地方公

共団体が他の民間支援団体に情報を再提供するに当たり、再提供先の他の民間支援団体

が要配慮個人情報を取得することとなるため、地方公共団体から他の民間支援団体への

情報提供についても、本同意書により同意を取得しておくことが考えられる。 

 

資料：内閣府(防災担当)「避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会とり

まとめ」令和 6 年 6 月 
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用語集 

広域被災者データベース・システム及び広域災害に関する用語について解説します。 

用語集 
 

用語 内容 

あ 1.5 次避難所 1 次避難所から2 次避難所に移るまでの一時的な滞在を想定し

た避難所。(参考：「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の

在り方について(報告書)」令和6 年１１月 中央防災会議 防災対

策実行会議 令和6 年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワー

キンググループ) 
 

LGWAN Local Government Wide Area Network の略。行政支援

ネットワークのこと。LGWAN-ASPサービス提供者及び府省庁、地

方自治体が利用する行政専用のセキュアなネットワークで、主に電

子メールや電子データの送受信に使用される。(参考：広域被災者

データベース・システムに係る仕様書) 

か 基本情報 被災者個人を特定する情報(住民情報、罹災証明書の申請・発行

情報)と支援が必要な被災者の情報。 

 基本4 情報 氏名、住所、性別、生年月日のこと。 

 広域一時滞在 当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは

身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場

合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村

の区域における一時的な滞在。(参考：災害対策基本法第８６条の

8) 

 コールドスタン

バイ 

「広域被災者データベース・システムに係る仕様書」に基づき広域

被災者データベース・システムが構築されて、市町村等にアカウント

が付与されていない状態。 



 

112 

 

用語 内容 

さ 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、

噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆

発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定

める原因により生ずる被害をいう。(参考：災害対策基本法第 2条

の 1) 

 災害関連死 当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担

による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和

４８年法律第８２号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められ

たもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、

当該災害が原因で所在が不明なものは除く)。(参考：「事務連絡「災

害関連死の定義について」平成３１年4 月3 日」内閣府政策統括官

(防災担当)付参事官(被災者行政担当)) 

 災害対策本部 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認

めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるとこ

ろにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。(参考：

災害対策基本法第２３条) 

市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそ

れがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認め

るときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところによ

り、市町村災害対策本部を設置することができる。(参考：災害対策

基本法第２３条の2) 

た 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、都道府県の地域につき、当

該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの。(参考：災害対策

基本法第2 条の１０ イ) 

一定地域に係る防災に関する計画で、市町村の地域につき、当該

市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの。(参考：災

害対策基本法第2条の１０ ロ) 

 都道府県外広

域一時滞在 

被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在。

(参考：災害対策基本法第８６条の9) 

な 名寄せ 複数のデータベースに分散している同一人物又は同一世帯の情

報を統合し、一つにまとめる作業のこと。 
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用語 内容 

な 2 次避難所 避難所生活が長期化した場合の対応として、避難者の落ち着き

先が決まらない場合の仮住まい。本手順書では、ホテル・旅館等の

宿泊施設を指すもの。(参考：「避難所運営等避難生活支援のための

ガイドライン(チェックリスト)」令和6 年１２月改定 内閣府(防災担

当)) 

は 被災者台帳 市町村長が、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合にお

いて、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するた

め必要があると認めるときに作成することができる、被災者の援護

を実施するための基礎とする台帳のこと。(参考：災害対策基本法

第９０条の3) 

 被災者データ

ベース 

令和6 年能登半島地震の被災者対応を迅速かつ効率的に行うた

めに石川県が応急的に構築した、被災者の情報を集約するデータベ

ースのこと。 

 被災住民 自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民のこと。

(参考：災害対策基本法第４９条の7) 
 

ぴったりサー

ビス 

マイナポータルのサービスの一つで、インターネット経由で住民が

行政手続きに関する検索や電子申請を行うことができる仕組み。

(参考：デジタル庁「ぴったりサービスマイナポータル申請管理スター

トガイド(１．２版)」) 

 避難所 避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難

のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが

困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための

施設。(参考：災害対策基本法第４９条の7) 

ら 罹災証明書 市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の

被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該

市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被

害の程度を証明する書面。(参考：災害対策基本法第90条の２) 
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本手順書の作成に当たり、参考にした資料を示す。 

(１)法律、政令、府省令 

○災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 

(URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223/) 

○災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号) 

(URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002052/) 

○災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 

(URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118) 

○災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号) 

(URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225) 

○個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 

(URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057/) 

○被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号) 

(URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066/20250601_

504AC0000000068) 

 

(２)法の適用 

○令和6 年 1月 1日 災害救助法の適用 

石川県は、災害救助法施行令第1条第1項第4号適用とし、令和6年石川県能登地

方を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそ

れが生じていることから、県下１０市7 町に災害救助法の適用を決定した。 

➢ 令和6 年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について 

(URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/20240

101saigaikyuujohou.pdf) 

○令和6 年 1月6 日 被災者生活再建支援法の適用 

石川県は、令和 6 年石川県能登地方を震源とする地震により、生活基盤に著しい被

害を受けた住民の生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援法施行令第 1 条第

3 号を適用基準とし、石川県全域を該当区域として、被災者生活再建支援法の適用を

決定した。 
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➢ 令和6 年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法の適用について(石川県) 

(URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/20240

1shienhoutekiyou.pdf) 

○令和6 年 1月１１日 激甚災害として指定 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和３７年法律第１５

０号)に基づき、令和 6 年 1 月１１日に指定政令の閣議決定を行い、激甚災害(地域を限

定しない本激)に指定した。 

➢ 「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令」について 

(URL：https://www.bousai.go.jp/pdf/24011102_shien_seirei.pdf) 

○令和6 年 1月 11日 特定非常災害として指定 

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」

(平成 8 年法律第８５号)に基づき、令和6年 1月１１日に指定政令の閣議決定を行い、

令和6 年能登半島地震による災害を特定非常災害として指定した。 

➢ 「令和 6 年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用

すべき措置の指定に関する政令」について 

(URL：https://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/pdf/r601noto_02.

pdf) 

○令和6 年 1月１９日 非常災害として指定 

「大規模災害からの復興に関する法律」(平成２５年法律第５５号。以下、「大規模災害

復興法」という。)に基づき、令和 6 年 1 月１９日に指定政令の閣議決定を行い、令和 6

年能登半島地震による災害を非常災害として指定した。 

➢ 「令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令」につ

いて 

(URL：https://www.bousai.go.jp/pdf/240119_seirei.pdf) 
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(３)ガイドライン・指針等 

○避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)(令和 6 年１２月改

定) 

(URL：https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_g

uideline.pdf) 

○被災者台帳に作成等に関する実務指針(平成２９年3 月) 

(URL：https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/hisais

ya_jitumuhontai.pdf) 

○防災分野における個人情報の取扱いに関する指針(令和5 年3 月) 

(URL： 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kojinjyouho/pdf/shishin.pdf) 

○災害ケースマネジメントの実施の手引き(令和5 年3 月) 

(URL：https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/r

5zenpen.pdf) 

○被災者台帳管理システム 導入手引き（２０２２年3月） 

(URL： 

https://www.applic.or.jp/2022/stand/APPLIC-0002-2021/APPLIC-

0002-2021-05/APPLIC-0002-2021-05-gis-hisaisya.pdf) 

 

(４)令和 6年能登半島地震に係る内閣府(防災担当)からの各都道府県等への通知 

○(URL： 

https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/tsuuchi.html) 
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改訂履歴 

改訂履歴は以下のとおり。 

改訂履歴 

改訂年月日 改訂者 改訂箇所 改訂内容 

令和 7 年●月●日 石川県 ‐ ・ 第１．０版を策定 

 

 

 

 

 

 

 


